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第1章 昭和63年 通信の現況

昭和63年 の 日本経済は,内 需中心 の経済成長 を続けなが ら,対 外不均

衡 の改善 を引 き続 き進展 させ,63年 の実質経済成長率は前 年比5.7%増

と62年 度 に引 き続 き依 然高 い成長率を維持 している。

このよ うな経済 の拡大の中で,通 信市場 もおおむね順調 に進展 してい

る。電気通信事業 の63年 度上半期 の売上高をみ ると2兆8,312億 円であ

り,前 年度 同期 に比べ4.6%増 と着実に増加 してい る(第1-1-1表

参照)。

本章 では,通 信及 び情報化 の現況 と通信分 野の主要な動 き を 取 り上

げ,昭 和63年 の通信 の現況 を概観す る。

第1節 通信経済の動向

社会経済及び国民生活 におけ る情報化 の進展を背 景に,63年 について

も通信量は着 実に増 加 している。 また,通 信事業経営 もおおむね安定 し

た動 向を示 し,通 信関連産業 も活発化 してい る。

1概 況

63年 度上半期の国内通信 の動 向は第1-1-2図 の とお りであ る。63

年度上半期 の国内通 信は,62年 度同様i電気通 信分野 の伸 びが 目立 ってい

る。特 に,自 動車電話や無線呼出 しなどの移動通信サ ービスや高速デ ィ

ジタル伝送サ ービス等 のNTTと 新事業者 が競い合 っているサ ービスの

伸 びが著 しい。内国郵便物数 も増加傾 向を示 してい る。 その他の分野 で

は,衛 星放送 の受信世帯数が平成元年3月 末現在140万 世帯に達 し,前
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第1-1一 雪表 通信事業 の売上高 (単位:億 円)

区 別161年 劇62年 劇63鞭 上糊1備 考

電

気

通

信

事

業

電 話
国内 43,689

45,275

(22,532)

45,671
47,572
(23,469)

23,132

24,230

各事業者の電話収
入

国際 1,586 1,901 1,098 KDDの 電話収 入

電 信
国 内491

国際400

891
(466)

498
804
(404)

251 NTTの 電信収入

379

KDDの 電信収入306 128

専 用
国内 2,759

2,876
(1,402)

3,016
3,145
(1,535)

1,687 各事業者 の専用収
入

1,763

KDDの 専用収入国際 117 且29 76

デ ー タ

通 信

国内 1,624
1,656
(821)

1,761
NTTの デ ー タ通

1,79344346。 徽 入

種 遡KDDの デ ー タ通17

信 収 入国際 32 32

デ ィ ジタ
ル デ ー タ

伝 送

国内 158
179
(83)

224
249
(117)25

NTTの デ ー タ伝且47

送 収 入159

KDDの デ ー タ伝12

送 収 入
国際 21

無線呼出 し 809(391) 943(452) 各事業者 の無線呼536
出 し収入

そ の 他

国内 1,378
1,445
(585)

1,550
1,624
(652)

743
各事業者 のそ の他
の収入

785
KDDの その他の

収入
国際 67 74 42

小 計1・ ・131(・ ・28。)1・・13・(・・62・)1・ ・8521

放NHK
送
事業 民 間 放 送

郵 便 事 業

3,431

12,364

15,795

il・64・

有線放送電話事業 190

3,479

13,487

一/
13,211

178

/
/

受信料収入及び交付
金収入

各民間放送会社の ラ
ジオ ・テ レビ収入

郵政事業特別会計に
おける郵便業務収入

各事業体の有線放
送竃話収入

合 計 81,759 86,485 1/1
郵政省,NTT,KDD,NHK,民 放 連資料に よ り作成

(注)1.()内 は上半期の売上高であ る。
2・ 電気通信事業の62年 度上半期 及び63年 度上半期 の売上高 の小計はデ ータ通信

収入を除いている。
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国内通信の動向

(52年度=100)

自動車電話契約数

＼
1高 速西 ジタレ回線数

600
,'無線呼出し契約数

レ

400 る
ノ・ノ

ノ,.ノノ'ブ 内国郵便物数

指2・・ 茅 話加入契緻
数

。 一 一支韻 繍 ン放送時間
525354555657585960616263 .9

年 度

郵 政 省,NTT資 料 に よ り作 成

(注)自 動 車 電 話 契約 数 は56年 度,高 速 デ ィジ タ ル回 線 数 は60年 度

を100と した 。

第1-1-3表 国際通信の動向詑
国際電話 取扱数(万 回)

国際テ レックス取扱数(万 回)

国際専用 回線回線数(回 線)

国際データ伝送取扱数(万 回)

国際テ レビジ ョン伝送(回 数)

国際電報(万 通)

国際郵便物数(万 通(個))

58

4,974

4,962

874

31

4,607

215

23,423

59

6,890

5,210

961

78

3,312

185

23,934

60

9,563

5,017

1,067

179

4,832

153

24,407

61

13,461

4,379

1,177

302

5,546

120

24,249

62

18,944

3,562

1,395

369

7,354

97

25,775

63

(4-9月)

11,958

1,438

1,452

199

5,334

42

27,568

郵政省,KDD資 料に よる。

(注)国 際郵便物数は63年 度の通(個)数 である。
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第1-1-4表 主 な通信事 業者数

事
業
者

電
気
通
信

第一種電気通信事業者 35

第二種電気
通信事業者

特別第二種電気通信事業者 18

45

25

668一般第二種電気通信事業者512一
有線テ レビジ ョン放送事業者(許 可施設のみ) 453 495

郵便事業者11一
郵政省資料 に より作成

(注)有 線放送電話事 業者の63年 度末の事業者数については未集計であ る。

年同期に比ぺ約2.4倍 と急増 している。

63年 度上半期 の国際通信 の動 向は第1-1-3表 の とお りであ る。

63年 度上半期の国際通信は,62年 度に引 き続 き音声,映 像,デ ータ関

係 の通信 の伸びが著 しい。 また,国 際郵便 も伸び率は低 い ものの,着 実

に増加傾 向を維持 している。

63年 度末現 在における通信事業者 の動向は,第1-1-4表 の とお り

である。

昨年度 に引 き続 き新規参入が活発に行 われてお り,特 に第二種電気通

信事業へ の参入が 目立つ。

2通 信事 業経営の動向

63年 度上半期における通 信事業者の経営状況は,お おむ ね安定 した動

向を示 した。

ここでは,主 要通信事業者及び郵便事業 の経営状況等を中心 に概観す

る。
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(1)NTTの 経営状況

63年 度上半期 のNTTの 経営状況は,経 常収入は対 前年度同期比1.2

%増 の2兆8,227億 円,経 常費用は同2.5%増 の2兆6,521億 円で,経

常利益は同14.6%減 の1,706億 円 と前 年度同期に比ぺ減少 している。

これ は,63年2月 の電話料金の値下 げの影響が大 きい もの と考えられ

る。

サー ビス別収入 でみ ると,営 業収入の8割 以上を占め る電話収入は,

対前年度同期比1.4%増 の微増 とな ってい る。 データ伝送収入 は同42.7

%増 と大幅に増加 し,専 用 収入 も同12.9%増 と伸びている。

これ に対 し,デ ータ通信収入は63年7月 にNTTか らデ ータ通信事業

本部が分離 したため,対 前年度 同期比46.5%減 とな ってい る(第1-1

-5表 参照) 。

(2)KDDの 経営状況

63年 度上半期 のKDDの 経営状 況は,経 常収入は対前年度同期比14.7

%増 の1,424億 円 とな っている。経常費用は同6.6%増 の1,125億 円,

経常利益 は同60.7%増 の298億 円 と大幅 な増加 となってい る。

サー ビス別収入でみる と,電 話収入は国際電話網 を用いた ファ クシ ミ

リ通信等 の増加 によ り対前年 度同期比21.4%増,専 用収入 は企業の専用

線を用 いた国際通信ネ ットワー クの整備等に よ り同23.3%増 といずれ も

大幅な伸 び となってい る。

これに対 し,テ レックス収入は対前年度同期比22.9%減,電 報収入は

同9.6%減 とな ってい る。 この結果,電 話収入の営業収入に占め る割合

は,前 年度 同期 よ り4・2ポ イ ン ト上昇 し,79・9%と なっている(第1-

1-6表 参照)。

(3)新 第一種電気通信事業者の経営状況

(長距離系新第一種電気通信事業者)
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第1-1-5表NTTの 経営状況

(単位:億 円)

第1-1-6表 KDDの 経営状況

(単位:億 円)

区 別

経 常 収 入

電気通信事業営業収入

電 話 収 入

電 信 収 入

電 報 収 入

専 用 収 入

デ ー タ通 信収 入

デー タ伝 送収 入

無 線呼 出 し収 入

そ の 他 の 収 入

附 帯事 業営業収益

営 業 外 収 益

経 常 費 用

電気通信事業営業費用

附 帯 事 業 費 用

営 業 外 費 用

経 常 利 益

62年度163鞭 区

57,169
(27,882)

53,457
(26,249)

45,537
(22,557)

67
(36)

431
(205)

2,954
(1,450)

1,761
(828)

223
(lo3)

933
(452)

1,549
(615)

3,162
(1,420)

549
(212)

52,202
(25,885)

45
(22

3
(1

3
(1

327
483)

085
47G)

789
931)

4,967
(1,996)

別162鞭1・ 獺

一 経 常 収 入

(28,227)

(26,58且)

(22,868)

(28)

(223)

(1,637)

(443)

(147)

(489)

(743)

(1,401)

(245)

電気通信事業営業収入

電 話 収 入

テ レッ クス収 入

電 報 収 入

専 用 収 入

デー タ通 信収 入

デー タ伝送収 入

そ の 他 の 収 入

附帯事業営業収 益

営 業 外 収 益

経 常 費 用

(26,521)

(23,316)

(1,482)

(1,722)経 常 利 益

電気通信事業営業費用

附 帯 事 業 費 用

営 業 外 費 用

2,561
(1,242)

2,467
(1,195)

1,901
(9Q5)

259
(138)

47
(

(

(

(

(

(

(

23)

129
62)

32
17)

25
14)

74
37)

17
8)

76
38)

2,207
(1,056)

2,125
(1,016)

40
(18)

42
(22)

354
(186)

(1,424)

(1,374)

(1,098)

(107)

(21)

(76)

(17)

(12)

(42)

(9)

(41)

(1,125)

(1,093)

(15)

(18)

(298)

(1,706) KDD資 料に よ り作成

(注)()内 は上半期 の実績値で ある。
NTT資 料に より作成

(注)1.単 位未満は切 り捨てで ある。

2.()内 は上半期の実績 値で ある。
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63年 度上半期の第二電電(株),日 本 テ レコム(株)及 び 日本高速通

信(株)の 長距離 系新第一種電気通信事業老3社 の経営状 況は,経 常収

入は対前年度同期11.3倍 の310億 円,経 常費用 は同2.3倍 の322億 円で,

11億 円の経常損 失を生 じてい る(第1-1-7表 参照)。

しか し,事 業者 別では,第 二電電(株)及 び 日本 テ レコム(株)の2

社は既 に黒字 とな っている。 しか しなが ら,各 社 とも多額 の累積赤字を

抱 え,今 後 も多額の設備投資が必要であるな ど,経 営基盤 の確立 にはな

お相 当の時間が必要である と考 えられ る。

長距離系新第 一種電気通 信事業者 の収入 のNTTの 電話 サービス収入

及び専用収入の合計 に対す る割合をみ ると,62年 度 の0.4%か ら63年 度

上半 期には1.4%と な ってい る。長距離系新第一種電気通信事業者 とN

TTの サー ビス提供地域 の範囲には差があ るが,NTTと の収入 の差は

まだ大 きいものがあ り,今 後 の動 向が注 目されている。

第1-1-7表 長距離系新第一種電気通信事業者の経営状況

(単位:百 万円)

年 度 経 常 収 入 経 常 費 用 経 常 損 失

61 年 度 932 11,6971 10,765

62 年 度 20,150 ・・235i 18,085

62年 度 上 半 期 2,739 1・2531 11,514

63年 度 上 半 期 31・ ・181 ・・1521 1,135

第二電電㈱,日 本テ レコム㈱及び 日本高速通 信㈱資料に よ り作成

(注)端 数処理の関係で合計が一致 しない ものが ある。

(地域系新第一種電気通信事業者)

63年 度上半期の東京通信 ネ ットワー ク(株),中 部 テ レコ ミュニヶ一

シ ョン(株)及 び大阪 メデ ィアポー ト(株)の 地域系新第一種電気通信
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事業者3社 の経営状況は,経 常収入は対前年度同期3.3倍 の21億 円・経

常費用は同a1倍 の73億 円で,事 業 開始後間 もないこ とな どか ら,52億

円の経常損失を生 じている(第1-1-8表 参照)。

第1-1-8表 地域系新第一種電気通信事業者の経営状況
(単位 百万 円)

年

62 年

度 降 常 収 入 降 常 費 副 群 損 失

度1 1・939「 ・,。741 6,134

62年 度 上 半 期

63年 度 上 半 期

583 3,056 2,473

1・9321 臥7131 3,781

郵政省資料 によ り作成

(注)1.東 京通信ネ ットワー ク㈱,中 部テ レコミュニケーシ ョン㈱及び大阪 メデ ィア

ボー ト㈱ の合計である。

a端 数処理の関係で合計が一致 しないものがあ る。

第1-1-9表 無線呼 出し事業者の経営状況

(単位:百 万円)

年 度 降 常 収 入 降 常 費 用 経 常 損 失

62 年 度1 1・14・1 ・ ・。。1 3,046

63年 度 上 半 期1 ・73・[ 6,678 1,947

郵政 省資 料 に よ る

(注)L62年 度 の数 値 は,北 海 道 テ レメ ッセ ージ㈱,宮 城 テ レメ ッセ ー ジ㈱,東 京 テ

レメ ッセ ー ジ㈱,富 山 ペ ー ジ ングサ ー ビス㈱,福 井 テ レメ ッセ ー ジ㈱,静 岡 テ

レメ ッセ ー ジ㈱,中 部 テ レ メ ッセ ー ジ㈱,関 西 テ レ メ ッセ ー ジ㈱,㈱ 岡 山 テ レ

メ ッセ ー ジ,㈱ テ レメ ッセ ー ジ広 島,愛 媛 テ レ メ ッセ ー ジ㈱,九 州 テ レメ ッセ

ー ジ㈱ ,佐 賀 テ レメ ッセ ー ジ㈱,㈱ 九 州 ネ ッ トワー クシ ス テ ム及 び ㈱ 沖縄 テ レ

メ ッセ ー ジの15社 の 合 計 で あ る。

Z63年 度上 半 期 の数 値 は,上 記 の15社 に 福 島 テ レ メ ッセ ー ジ㈱,㈱ 新 潟 テ レサ

ー ビス ,㈱ 長 野 テ レメ ッセ ー ジ及 び 長 崎 テ レ メ ッセ ー ジ㈱ の4社 を 加 え た 合計

で あ る。

3.端 数 処 理 の関 係 で 合 計 が一 致 しな い もの が あ る。

(無線呼出し事業者)
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63年 度上半期 の無線呼 出 し事業者19社 の経営状況 は,経 常収入が47億

円,経 常費用が67億 円で,19億 円の経常損失が生 じている。62年 度に比

べ4社 増加 したこ とに もよるが,半 期で62年 度 の経常収入の約4倍 とな

ってお り,事 業拡大が急速に進んでいる(第1-1-9表 参照)。

また,NTTの 無線呼 出 し収入 に対す る割合をみる と,62年 度 の1.1

%か ら63年 度上半期の9.5%へ と大 きくなっている。

(4)NHKの 経営状況

62年 度のNHKの 事業収入は対前年度比2.8%増 の3,545億 円,事 業

支出は同2.8%増 の3,487億 円で,事 業収支差金は58億 円で あ った。

NHKの 経営は,受 信料収入 の伸び悩み,事 業支出の増加等に よ り,

極め て厳 しい状況にあ り,63年 度収支予算では124億 円,平 成元年度収

支予算では143憶 円の赤字 を見込んでいる(第1-1-10表 参照)。

第1-1-10表NHKの 経営状況(単 位:百 万円)

区 別161年 度麟162鞭 決馴63年 度収支予算i元 年度収支予算

事 業 収 入

事 業支 副

344,945

33・14・1

隷 収支差釧 …51

35・ ・4135…961391・ …

34・7311136・5411…69・

・81・11・1・44・1・1・261

NHK資 料により作成

(5)民 間放送の経営状況

62年 度 の民間放送 の収支状況は,広 告料収入の伸びに よ り,経 常収入

は対前年度比9.1%増 の1兆3,487億 円,経 常費用は同6.1%増 の1兆

2,268億 円で,経 常利益 は1,308億 円であ った。

民間放送の財務状況は,総 資本経常利益率が10.1%,総 資本回転率が

それぞれ1.04回 と通信事業者 の中では最 も高 くなってい る。

また,固 定 比率は87.5%と 通信事業者 の中で最 も低 く,全 産業の約4

割 となってい る(資 料編 資料1-2参 照)。
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(6)CATV事 業者 の経営状況

62年 度 の営利 を 目的 としてCATV事 業 を行 う許可施設 の うち72社 の

経営状況をみる と,経 常収入は114億 円,経 常費用 は131億 円であ り・

経常損失は18億 円であった。

(7)郵 便事業の経営状況

郵便事業においては,ニ ーズに即 した新 しいサー ビスの開発 ・営業活

動 の積極的な推進,事 業経 営の効率化等 に より,62年 度 の収益は対前年

度比4.7%増 の1兆4,650億 円,費 用 が同3.2%増 の1兆4,381億 円で,

差 引 き269億 円の利益を生 じ,56年 度 以降7年 連続 して単年度損益は黒

字 となった。 これに よ り50年度 には2,514億 円生 じていた累積欠損金は

61年 度末には15億 円 とな り,62年 度末 には逆 に累積利益金 として254億

円を計上 した。

また,郵 便事業損益 の予算 をみ ると,63年 度 では163億 円の欠損,平

成元 年度 では4億 円の利益 を見込んでいる(第1-1-11表 参照)。

第1-1-11表 郵便事業の経営状況 (単位:億 円)

区 別161鞭 決算162年 度瀬li63年 野 馴 元年度予算

収 益 13,997 14,650 14,613 16,050

費 用 13,937 14,381 14,776 16,046

利 益 又 は△欠 損 60 269 △163 4

3通 信関連産業の動向

(1)通 信機器製造業

63年 の通信機器 の受注額は,対 前年比16.9%増 の2兆4,613億 円であ

った(第1-1-12図 参照)。機種別 にみ る と,有 線通信機器が1兆9,417

億 円(対 前年比12.0%増),無 線通信装置が5,195億 円(同39.6%増)で

あ った。需要先別にみ ると,NTT関 係が7,724億 円(同14.0%増),
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KDD関 係 が144億 円(同5.4%増)で あ っ た 。

第1-1-12図 通信関連産業の動向

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

＼

5,000

寓/
0

525354555657585960616263

年 度

通 信機械工業会,(社)日 本電線工業会資料 に より作成

(注)63年 度 の数値は,通 信機器受注額につ いては63年 受注額,銅 線

ケーブル出荷額については63年12月 末 の出荷額である。

(2)通 信ケーブル製造業

通信 ケーブルの うち,63年12月 末現 在の銅線 ケーブル の 出荷額 は,

(社)日 本電 線工業会資料 に よる と,対 前年同期比13.2%増 の1,309億

円であった。

また,通 商産業省 の 「資源統計月報」 に よる と,63年 の電線,ケ ーブ

ル用 光 ファイバ製 品の生産量 は,対 前年比3.5%減 の86万8千 キ ロメー

トル コアであ り,こ の うち光フ ァイバ ケーブルは対前年 比15.5%増 の41
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万1千 キ ロメー トル コアと増加 している。

(3)電 子計算機器製造業

通商産業省 の 「生産動態調査 」に よれぽ,63年 の電子計算機 の生産 額

は対前 年比14.7%増 の5兆540億 円であった。

(4)広 告業

63年 の総広告費は対前年比12.0%増 の4兆4,175億 円であった(第1

-1一13表 参照) 。 この うち,放 送系 の広告費についてみ ると,テ レビ

広告費 は1兆3,161億 円(対 前年比12.1%増),ラ ジナ広告費は・1・879

億円(同8.8%増)で あった。そのほか,ダ イ レク トメール広告費は・

1,686億 円(同8.9%増),電 話帳広告費は930億 円(同12・7%増),ニ ュ

ー メデ ィア広告費は78億 円(同9 .9%増)で あ った。総広告費 の うち,

通信を媒体 とした広告費は40.1%を 占めてい る。

(5)新 聞業

(社)日 本新聞協 会の会員であ る新聞社 の発行 す る一般 日刊紙 の総発

行部数 は,63年10月 現在,前 年同期比1.5%増 の5,060万 部 であ り,1

第1-1-13表 メデ ィア別広告費(63年)

1広 告 費(億 円)1シ ー ア(%)1対 前輔 力・率(%)

テ レ ビ

ラ ジ オ

新 聞

雑 誌

DM

電 話 帳 広 告 費

三 ユーメデ ィア広告費

折 込,屋 外,そ の 他

13,161

1,879

11,267

2,962

1,686

930

78

12,212

29.8

4.3

25、5

6。7

3.8

2.1

0.2

27.6

12.1

8.8

14.0

14.9

8.9

12.7

9.9

10.3

合 計 44,175 1000 120

「日本 の広告費」(㈱電通)に よ り作成

(注)一 ユーメデ ィア広告費は,CATV,ビ デオテックス,文 字放送等 の メデ ィアに投

下 された広告費で ある。
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世帯当た り1.26部,人 口1千 人当た り584部 に当た る。

(6)出 版業

62年 度 におけ る書籍及び雑誌の推定実売金額は,対 前年度比4.6%増

の1兆8,806億 円であ った。 その内訳は,書 籍 の推定発行部数 が12億

9,815万 部で7,636億 円,雑 誌 では 月刊誌が21億4,890万 部,週 刊誌 が

17億5,694万 部で合 わせ て1兆1,170億 円であ った。
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第2節 通信サービスの動向

63年 における通信分 野は,62年 に引 き続 き順調 に発展 している。

ここでは,国 内及び国際通信 の動向について概観す る。

1国 内通信の動向

(1)国 内電気通信

国内電気通信分野では,通 信料 金の低廉化 とい う社会的要請 の下 に,

55年 以降,NTTの 電話料金及 び専用料 金を中心 とした値下 げが実施 さ

れて きているが(第1-2-1表 参照),63年 に おいても 各分 野への新

事業者 の活発な参入 に よる競争体制 の下,電 話をは じめ とす る多 くの分

野で値下げが実施 された。 また,世 界 に先がけ て,21世 紀 の基盤通信サ

ー ビスであ るISDNサ ービスが開始 され るなど
,新 しいサー ビスが提供

され ている。

そ の結果,新 しい需要 が開拓 され,国 内電気通信 の契約数は各分野で

高 い伸びを示 した。

ア 国内電気通 信事業者 の動 向

(ア)第 一種電気通信事業

第一種電気通信事業者 は,63年 度 に新た に10社 が許 可を受け,63年 度

末現在,NTTを 含め42社 とな ってお り,35社 がサ ービスを提供 してい

る。63年 度 中にサ ービスの提供 を開始 したのは12社 であ り,そ の うち9

社が無線呼出 し事業者 であ る。

また,63年 度末現在,NTTを 除 くサ ービス別事業者数(サ ー ビス開

始準備 中のものも含む。)は,電 話 サー ビスが5社,専 用 サー ビス が10

社,自 動車電話サ ー ビス及び船 舶電話サ ー ビスが5社,無 線呼出 しサ_

ビスが26社 とな ってい る。
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NTTに よる55年以降の電気通信料金の値下げ状況

実施月 日

55.11.27

56.8.5

56.8.5
8.9

58.7.21

58.7.21

59.7.19

59。7.19

60.7.10

61.7.19

62.8.1

63,2.19

63.11.16

63.12.1

平 成 元.2.1

平 成 元.3.1

値下 げ対象
サービス

電 話

専 用

電 話

専 用

電 話

専 用

電 話

自動車電話

電 話

専 用

電 話

船舶 電話

無線 呼出

電 話

自動車電話

値 下 げ 内 容

通話料金の夜間割引制度の拡大及び深夜割引
制度の新設

遠距離値下げ

遠距離通話料値下げ
日曜 ・祝 日割引制度 の新設

遠距離値下げ

遠距離通話料値下げ

中距離値下げ

中距離通話料値下げ

基本料金値下げ

土曜目料金の値下げ

中 ・遠 距離値下げ

遠距離通話料及び離島通話料の値下げ

基本料値下げ

無線呼出使用料値下げ

遠距離通話料,近 距離通話料及び離島通話料
の値下げ

基本料値下げ

値下げ規模

1,500億 円

20億 円

1,400億 円

70億 円

1,400億 円

70億 円

1,400億 円

60億 円

500億 円

170億 円

800億 円

lo億 円

loo億 円

goo億 円

70億 円

(注)値 下げ規模は実施年度 の通年ベースの金額 である。
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(イ)第 二種電気通信事業

(特別第二種電気通信事業者)

特別第二種電気通信事業者 の登録数は,63年 度末現在25社 であ り前年

度同期 に比ぺ7社 増加 してい る。

特別第二種電気通信事業者 の提供する サー ビス の種類 には デ ータ 伝

送,画 像伝 送,音 声伝送及 び複合(回 線 リセール,テ レビ会議等)が あ

るが,63年 度末現在,全 社 が データ 伝送 サ ービス を提供 して いる。 ま

た,画 像伝送サ ービスは10社(対 前年度同期比25,0%増),音 声伝送 サ

ー ビスは9社(同28 .6%増),複 合サー ビスは6社(同3倍)が 提供 し

ている(第1-2-2図 参照)。

また,63年7月1日 には,NTTか らデータ通信事業を分離 して,エ

ヌ ・テ ィ ・テ ィ ・データ通 信(株)が 設立 された。エ ヌ ・テ ィ ・テ ィ ・

データ通信(株)(資 本金100億 円,従 業員数約6,800人)は,回 線数等

第1-2-2図 特別第二種電気通信事 業者数のサー ビス別推 移

25

20

15

10

5

社
0

音声伝送

サービス名

郵政省資料により作成

轟9.

18

ゑ.

嘉 、.

62年度1灘

7
..臭.. 8

ii難ii、

2

画像伝送 デ ー タ伝 送 複合
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のネ ッ トワークの規模で我 が国最大規模 の第二種電気通信事業者 とな っ

た。

なお,エ ヌ ・テ ィ ・テ ィ ・データ通信(株)の 事業運営に当たっては,

NTTと の関係が,他 の第二種電気通信事業者に とって,回 線提供,人

事交流,ハ ー ドウェアの工事,保 守等の取引条件及び 資材購入等の 面

で,不 公正な競争条件 とな らない ことを担保 してい くこととしてい る。

(一般 第二種電気通 信事業者)

一般第二種電気通信事業者は ,63年 度中に168社 の届け 出が行われ,

63年 度末現在668社(対 前年度比30.5%増)と 増加を続 けている。

63年 度末現在 で,最 も多 くの事業者が提供 しているサー ビスはデータ

伝送 サー ビスの452社 であ り,対 前年度同期比19.3%増 となってい る。

第1-2-3図 一般第二種電気通信事業者数のサービス別推移

500

400

300

200

100

社
σ

音声伝送
サービス名

郵政省資料により作成

62年度1叢

黒.

134

i鍵 379

.禦 、

熱.
77 毒,【・

66

画像伝送 データ伝送 複合
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次 いで音声伝送サ ービスの203社(対 前年度同期比51.5%増),画 縁伝

送サ ービスの104社(同35.1%増),複 合サー ビスの84社(同27・3%増)

となってお り,音 声伝送 サー ビスを提供す る事業者 の伸 びが著 しい(第

1-2-3図 参照)。

イ 国内電気通信サー ビスの動 向

(ア)電 話サ ー ビス

(加入電話等契約数及び ダイヤル総通話回数)

NTTの 加入電話等契約数は63年9月 末現在,4,952万 契約,対 前年

同期比3,8%増 とな っている。60年 度以降,伸 び率が年 々高 くなってい

るのが特徴 である。

加入電話等契約数には一般加入電話 と集団電話があ り,一 般加 入電話

第1-2-4図 富務用・住宅用一般加入電話契約数の推移

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

万1,000
契

約

52535455565758

年 度

NTT資 料に より作成

(注)各 年度 内の数値は構成比で ある。

國鰻 霧
用

69.1住

宅

用

5960616263。9
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契約数 が9割 以上 を占めてい る。一般加入電話 について住宅用 と事務用

に分 けてみ ると,63年9月 末現在,事 務用の契約数は1,519万 契約(前

年同期比4.3%増),住 宅用 の契約数は3,390万 契約(同3.6%増)で あ

り,61年 度以降事務用 の伸び率が住宅用 の伸び率 を上回 ってい る(第1

-2-4図 参照) 。

これは,事 業所 におけ るファクシ ミリの普及に伴 うファクシ ミリ専用

の電話回線の新設等 が主な要 因である。

なお,62年 度のダイヤル総通話 回数は759億 回(対 前年度比5.7%増)

であ り,52年 度以降加入電 話等契約数の伸 び率 を上回 って伸び てお り,

1加 入契約 当た りの通話回数が増加 して いることが分か る(第1-2-

5図 参照)。

第1-2-5図 加入電話等契約数の推移(
52年度=100)

300

250

200

150

100

50

指
数0

5253545556575859606ユ6263.9

年 度

NTT資 料 に よ り作 成

(注)ダ イ ヤ ル総 通 話 回 数 は 特別 調 査 に よ る推 定 で あ る。
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(新事業者 の動 向)

第二電電(株)及 び 日本 テ レコム(株)は,63年 度 中に山陽地方・ 九

州地方等新 たに7県 で市外電話サ ービスの提供 を開始 した。 その結果・

63年 度末現在,日 本高速通信(株)を 含む長距離系新第一種 電気通信事

業 者3社 の うち1社 以上は,26都 府県 の全域又は一部 で市外電話サ ー ビ

スを提供 してい る(第1-2-6図 参照)。

また,日 本テ レコム(株)は,63年8月 か らJRの 駅構 内において公

衆 電話サ ー ビスを提供 している。

サ ー ビス提供地域 の拡大に伴い,新 事業者3社 が提供す る市外電話サ

ー ビスの契約数(3社 単純集計)は ,63年9月 末現在277万 契約 であ り,

62年 度末現在の186万 契約に対 し,48.9%増 と急増 している。

第1-2-6図 長距 離系新第一種電気通信事業者のサー ビス提供地域(63年 度 末現在)

4
♂

霧 提供地域

翻
提供予定地域
(事業許可済)

(注)1事 業者以上が全域又は一 部でサー ビスを提供あ るいは提供 を予定 している

都道府県を示す。
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第1-2-7表NTT及 び新事業者の電話料 金の値下げ状況

改定前の料傘

路離段階 NTT 第二電電㈱ 日本テレコム㈱ 日本高速通信㈱

単位料金区域 10円

60円(50円) 60円(50円)隣接・-20・撚 髪 ・・円(48円)

20㎞ ～30㎞ 50円

30kr40km 60円

40kr50㎞
90円

50kr60㎞. 83円(55円) 100円(60円)

60㎞一70km 120円(90円) 90円(60円)

70㎞ ～80㎞ 104円(62円)

80㎞～100㎞ 14D円(90円) 110円(60円)

100㎞ ～150㎞ 180円(100円)

.

139円(69円) 140円(70円) 140円(70円)

,
150km～160㎞

200円(110円)

160kr170㎞

260円(150円)

灘

200円(110円)170㎞ 一300㎞

300㎞ ～320km

300円(180円

深夜160円)

320㎞ ～340㎞

3釦㎞超

202円(111円)

300円(181円

深夜160円)

300円(180円

深夜160円)

改定後あ料金

330円(190円280円(150円

深夜180円)深 夜140円)

(注)1.金 額 は3分 間通話 した場合 の料金であ る。

2.()内 は,平 日夜間(午 前6時 ～8時,午 後7時 ～9時)・ 土 ・日 ・祝 日

の料 金を示す。深夜は,午 前0時 ～6時,午 後9時 ～12時 を示す。

3.新 事業者 の料金にはNTT市 内通話料金を両端(20円)で 加算 してい る。

4,物 の部分はNTTが 料金を改定 した距離段階を示す。 新事業者は全距離

段階で実施 した。

5.第 二電電(株)は 通話料金 の課金単位 を7円 か らlo円 に変更 した。

また,第 二電電(株)及 び 日本 テ レ コ ム(株)は,平 成元年9月 以

降,東 北地方 で市外電話サ ー ビスを開始す る予定 であ り,今 後 も,新 事
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業者 の市外電話サ ー ビスの契約数は高い伸 びを示す もの と予想 され る。

地域系新第一種電気通信事業者 であ る東京通信ネ ッ トワー ク(株)は

63年5月 に東京都 を中心 とした1都8県 で電話サー ビスを開始 した。

(電話料金 の値下げ)

平成元年2月 に,NTT及 び長距離系新事業者3社 は電話料金 の値下

げを実施 した(第1-2-7表 参照)。

NTTは,320キ ロメー トルを超え る遠距離通話料 金を約1割,隣 接

区域 内及び20キ ロメー ト〉レまでの区間 の通話料金 については,3分 で30

円か ら,3分 で20円 にそれぞれ値下げ した。

また,同 一都道県 内にある離 島単位料金区域(10円 で3分 間通話可能

第1-2-8図 ファクシミリ通信網ザービス契約数の推移
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な区域)相 互間 の通話料金 に対 して,3分20円(10円90秒)の 隣接通話

料 金を適用 した。

長距離系新事業者3社 は,340キ ロメー トルを超え る遠距離通話料金 を

約 ユ割値下げす るな ど,す ぺて の距離段階 について値下げ を実施 した。

(イ)フ ァクシ ミリ通信網サ ー ビス

NTTの フ ァクシ ミリ通信網サ ー ビスの契約数は,63年9月 末現在,

25万3,309契 約 であ り,対 前年 同期比71.1%増 と急増 した(第1-2-

8図 参照)。

これは,即 時性のあ る記録通信 に対す るニーズが,引 き続 き高か った

こ と,62年2月 に実施 された利用可能な原稿 サイズのA4判 か らB4判

へ の拡大 をは じめ とす る機能充実 に よ り利用価値が高 まった こと,電 話

第1-2-9図 無線呼 出 し契約数の推移
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網を使 った場合 に比べ長距離通信料金が割安 となる ことが主 な要 因であ

る。

(ウ)移 動通信サ ー ビス

移動体通信分野は,NTTに 比べ割安 な料金 でサー ビスを提供 してい

る新事業者 の参入及び営業区域 の拡大等 に よ り,新 しい需要 が 開 拓 さ

れ,急 速 に発展 している。

.(無 線 呼出 しサ ー ビス)

NTT及 び新事業者 の無線呼出 しサー ビスの契約数 は63年9月 末 現

在,324万2,515契 約,対 前年 同期比20.4%増 と62年 度 の伸 び率(対 前年

度末比18.7%増)を 上 回っている(第1-2-9図 参照)。

新事業者は,62年9月 の熊本区域へ の参入以来,お おむね県 を単位 と

して相次 いで参入 してお り,62年 度末 の新事業者数及びサ ー ビス提供区

域 の15社,20都 道府県か ら,63年 度末 の24社,34都 道府県へ と拡大 され

第1-2-10図 新事業者の無線呼出しサービス提供地域(63年 度末現在)

o

イ

灘饗
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てい る(第1-2-10図 参照)。

これに伴い,新 事業者の契約数及び全 国 シェアは急速に 増 加 してお

り,62年 度末現在 の7.4%(21万7,281契 約)か ら,63年9月 末現在の

14,5%(47万1,235契 約)入 と,全 国 シェナは62年 度末に比べ半年間 で

約2倍 とな ってい る。

NTTに おけ る契約数は62年 度末現在,273万6,146契 約(対 前年度末

比10.0%増)か ら,63年9月 末現在 の277万1,280契 約(対 前年同期比

3.0%増)へ と伸びが低下 してい る。

この ような状 況の下,NTTが63年12月 に約1割 の料金値下 げを実施

第1-2-11表NTT及 び新事業者の無線呼出 しの料金値下げ状況

改定前の料金

事業者名
機能別

NTT 新事業者

音声専用型端末

月額使用料 2,900円 2,300～2,400円

保証金 20,000円 12,000～14,000円

数字表示型端末

月額使用料 3,200円 2;700円 ～2,900円

保証金 20,000円 15,000～18,000円

文字表示型端末

月額使用料 一
4,800～5,600円

保証金 一 22,000～30,000円

特殊形状型端末

月額使用料 一 2,900～3,250円

保雌 一 20,000～24,000円

定型文表示型端末

月額使用料 一
3,200～3,300円

保証金 一 25,000～26,000円

改定後の料金

NTT 新事業者

2,500円 2,ZOO-2,200円

15,000円 7,000～12,00G円

2,900円 2,500～2,600円

15,000円 8,000～14,000円

一 4β00-5,300円

一 16,000～24,000円

2,900円 2,700～2,800円

15,000円 10,000～16,000円

3β00円 2,800-3,000円

20,000円 11,000～13,000円

(注)1.新 事業 者は平成元年3月 末 までに値下げを実施 した15社 を さす。

2.NTTは 提供 してい るが,新 事業者が提供 していないカー ド型端末(月

額使用料2,500円,保 証金15,000円)は 除いている。
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新 しい無線呼出 し機器

した のに対 し,新 事業者 も平成元年1月 に10社,3月 末 までに新たに5

社 が約1割 の料金値下げを実施 した(第1-2-11表 参照)。

また,NTT及 び新事業者は数字,文 字等をデ ィスプ レイに表 示で き

る高機能サ ー ビスやペ ソシル型等 の新型機器 の開発等,新 しいサ ー ビス

の提供 を始めてお り,無 線呼出 し事業分野は本格的な競争状 態 に入 りつ

つ あ る。

(自動車電話 サー ビス等)

NTTの 自動車電話 の契約数(携 帯電 話を含む。)は63年9月 末現在,

19万3・065契 約,対 前年 同期比59.8%増 であ り,60年 度 以降,毎 年50%

を超え る高 い伸びを示 している(第1-2-12図 参照)。

自動車電話事業分野において も,63年12月 か ら,日 本移動通 信(株)

が新事業者 として初 めて東京23区 内 でサ ー ビスを開始 し,競 争体制 に入
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第1-2-12図 自動車電話契約数 の推移
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また,日 本移動通 信(株)は 平成元 年12月 に,神 奈川,千 葉,埼 玉及

び茨城 の関東地方4県 と愛知,三 重及び岐阜 の中部 地方3県 にサ ービス

提供 区域 を拡大す る予定 である。

平成元年7月 には,関 西 セル ラー電話(株)が 大阪,京 都等の近畿地

方 において自動車電話 サー ビスを開始す る予定であ る。

この ような状況の下,平 成元年3月 にNTTは 自動車電話 の基本料金

を13%か ら17%値 下 げ した。

東京湾 ・マリネ ッ ト(株)は,63年9月 か ら,東 京湾及びそ の周辺海岸

部 におけ る船舶 ・携帯電話サ ー ビスを開始 してい る。 また,関 西 マ リネ

ット(株)が,平 成元 年12月 に大阪湾周辺 におけ る同様 のサ ービスの開

始 を 目指 し,63年10月 に設立 された。

(エ)専 用サ ービス
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専用サ ー ビスには一般専用サ ー ビス,高 速デ ィジタル伝 送サー ビス・

映像伝送サー ビス,テ レビジ ョン伝送 サー ビス,衛 星通信 サー ビス及び

無線専用 サー ビスが ある。

専用 サー ビスの総回線数は63年9月 末現在,71万2,995回 線・対前年

同期比16.6%増 となってい る。 この うち,全 体 の9割 以上 を占め る一般

専用 サー ビスの回線数は70万5,410回 線 対前年同期比16・4%増 となっ

てい る(第1-2-13図 参照)。

一般専用サ ー ビス の回線数 の伸びは帯域 品 目の音声伝 送回線 と電話網

と同 じ規格 である3.4kHzの 回線 の増加が主な要 因であ る。

また,高 速 ・大容量 であ る高速デ ィジタル伝送サ ー ビス の回線数は,

63年9月 末現在,5,500回 線,対 前年同期比54.0%増 とな ってい る(第

第1-2-13図 一般専用サービス回線数の推移
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第1-2-14図 高速デ ～ジタル伝送 サー ビス回線数の推移
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62 63.9

1-2-14図 参照)。

63年9月 末 の新事 業者 の契約回線数は,一 般専用サ ー ビスでは1,303

回線で全 国 シェアは0.2%で あるのに対 し,高 速デ ィジタル伝送サー ビ

スでは947回 線で全 国 シェア17.2%と 一般専用サ ービスに比べ高い シェ

ア とな っている。

専用サ ービスの料 金については,63年7月 に第二電電(株),日 本高速

通信(株)及 び 日本テ レコム(株)の3社 が,30キ ロメー トルを超 え500キ

ロメー トルまでの距離 の料金を平均9%値 下げ した。 また,NTTも 平

成元年5月 に一般専用 については10キ ロメー トル以遠を,高 速 デ ィジタ

ルにっいてはすぺての距離段階 について平均8.7%の 値下げを行 った。

(オ)デ ィジタルデ ータ伝送サ ー ビス
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第1-2-15図 デ ィジタル伝送サービス回線数 の推移
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NTTの デ ィジタルデータ伝送サ ービスは,回 線交換 サー ビス,パ ケ

ッ ト交換サ ービス ともに大 きく伸びてい る(第1-2-15図 参 照)。

回線交換サー ビスの回線数 は63年9月 末現在,7,627回 線,対 前 年同

期比28.3%増 となってい る。

また,パ ケ ット交換 サ ー ビスの回線数 は63年9月 末現在,7万4,845

回線で,対 前年 同期比83.7%増 とな っている。そ の うち,電 話網か らパ

ケ ッ ト網ヘア クセスで きる第二種 パ ケ ット交換サー ビスは,4万5,055

契約(対 前年同期比約2.6倍)と 急増 してお り,こ れはパ ソコン通信等
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の利用の増加に よるものであ る。

(カ)ビ デオテ ックス通 信サー ピス

キ ャプテ ンサー ピス(株)に よ り提供 される,ビ デオテ ックス通信サ

ー ビスの利用契約数は ,63年12月 末現在,7万8,960契 約,対 前年同期

比69.0%増 とな っている。 これを,家 庭用 と事業所用 でみ ると,家 庭用

の利用契約数は,前 年 同期 に比べ約2倍 の3万4,068契 約に増加 したの

に対 し,事 業所用 は51.4%増 の4万4,892契 約 とな っている(第1-2

-16図 参照)。

家庭用の利 用契約数の伸びの原 因は,63年2月 に ビデオテ ックス通信

料金の夜間 ・土曜 ・日曜 ・祝 日割引等 の値下げが実施 さ れ た こ と,ま

た,従 来 のニ ュースや天気予報サ ービスに加 え,電 子 メール,商 品注文,

千
契
約

第1-2-16図 ビデオテ ックス通信サービス利用契約数 の推移
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第1-2-17図1SDNと 従来型の電気通信綱 との比較

従 来 型 の電気通信 網

(サー ビス ご とに それ ぞれ専用 ネ ッ トワー ク を構 築)

電 話 機電 話 機

電 話 ネ ッ ト ワ ー ク 電話 フ
ァ ッ クス電 話 フ ァ ックス

テ レ ッ ク ス 加 入 電 信 ネ ッ トワ ー ク テ レ ッ ク ス

デ ー タ 機 器 デー タ通信 ネ ッ トワー ク

フ ァクシミリネ ッ トワーク

デ ー タ 機 器

フ ァ ク シ ミ リ
フ ァ ク シ ミ リ

号
ISDN

(一つ のネ ッ トワー クで高 度かつ 多様 なサー ビス を実 現)

轡 晩
蔭 ファク型

@映 耀

螂悔
テ レコントローヲレ

〔諺「

盤 嬢

Zシ ミ尊

映像機器㊥
＼

ISDN

交換機

/＼

ハ'64kb/・ ハ
/ハ 、榔!、

目 ・64kb/。.{1 :164kb/。1

・Z16kb/・ 、Z kZ16kb/・ コ

峯器勘
テレコン トロール.一 轟プ

切符予約,株 式情報及び競馬情報サー ビス等,家 庭 向けのサ ー ビスの充

実が図 られた こと,な どが主 な要因であ る。

(キ)ISDNサ ー ビス(総 合 デ ィジタル通 信サー ビス)

回線を デ ィジタル化す る ことに より,1つ の加入者回線で音声,デ ー
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タ,画 像情報 を同時 に,し かも高速,高 品質で利用 で きるISDNサ ー ビ

スは,63年4月19日 か ら東京,大 阪及 び名古屋 においてサ ー ビスを開始

した(第1-2-17図 参照)。

63年12月 末現在 の契約 回線数及び契約企業数は,金 融業,製 造業,情

報サ ービス業等 を中心 に,877回 線,181社 となってお り,サ ー ビス提供

地域 も福岡,札 幌等 の政令 指定都市 を中心に28地 域に拡 大されて い る

(第1-2-18表 参照)。

第1-2-18表ISDNサ ービスの提供地域名(63年12月 末現在)

東 京,三 鷹,横 浜,川 崎,鎌 倉,厚 木,大 宮,浦 和,秦 野,蕨,志 木,千 葉,習 志

野,我 孫 子,名 古 屋,大 阪,堺,神 戸,神 戸 西,京 都,広 島,岡 山,福 岡,鹿 児 島,

熊本,北 九 州,仙 台,札 幌

(ク)衛 星通信事業サー ビス

63年 度末現在,衛 星系 の第一種電気通信事業者 としては,日 本通信衛

星(株)と 宇宙通信(株)の2社 が事業許可 を受けている。 日本通信衛

星(株)は,平 成元年3月 に衛星(1号 機)の 打上 げに成功 し(2号 機

は平成元年秋頃 に打上げの予定),4月 か らサ ー ビスを開始 した。宇宙通

信(株)は,平 成元年5月 に衛星(1号 機)の 打上 げの予定であ り(2

号機平成元年10月 に打上 げの予定),6月 か らサー ビスを開始す る予定

となってい る。

また,日 本通信衛星(株)及 び宇宙通信(株)の 民間通信衛星を利用

す る第 二種電気通信事業者7社(63年 度末現在)も,平 成元年中のサー

ビス開始 を 目指 し,現 在準備中 であ る。

なお,NTTも 通信衛星3号(CS-3)及 び民間通信衛星 を 用 い

て,衛 星通信サ ービスを提供 している。

このよ うに,我 が国 もい よい よ本格的な衛星通信時代を迎 える。
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第1-2-19図 衛星通信サー ビスの活 用例

TV会 議
(戸

CATV局

墨
CATV番 組供給局

(上り回線)

趣

衛星通信事業 の開始 に よ り,我 が国の伝送経路 の多様化 の 一 層 の 推

進,震 災時等 の非 常時への対応 の充実 が図 られ るだ けでな く,衛 星通信

回線を利用 した遠 隔地か らの生 中継,テ レビ会議等様 々な業務 での活用

が期待 され る(第1-2-19図 参照)。

(ケ)電 報サ ー ビス

NTTの 電報通数は,63年9月 末現 在1,920万 通,対 前年 同期比0.2

%増 であ った。 この うち,慶 弔電報は対前年同期比0.9%増 の1,738万

通,一 般電 報は同6・0%減 の182万 通 であ り,慶 弔電 報の占め る割合が

9割 を超 えてい る(第1-2-20図 参照)。

また,63年9月 か ら・ひ らがなを使 える ようにサ ービスが改善 された。

ウ 新 しいサー ビスの動 向

(簡易陸上移動無線電話)
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簡 易陸上移動無線電話(コ ンビニエ ソス ・ラジオ ・フ ォソ)は 自動車

等 の移動体 か ら一般 の加入電話へ の通話 を安価に行 える シ ス テ ムであ

り,63年2月 に電波監理審議会 の答 申を受け,同 年3月 に無線設備規則

及び特定無線設備技 術適合証明に関す る規則の一部 を改正 した。

現在,帯 広,青 森,上 田,松 江及び山 口で事業化 についての検討が行

われてい る。

(テ レター ミナル システム)

テ レター ミナル システムは車両,セ ールスマ ンあ るいは自動販売機 と

各ユ ーザーのオ フィスや セ ンターコンピュータ との間で コンパ ク トな無

線機器を利用 して双方 向のデータ通信が行われ るシステ ムであ り,62年

7月 か ら,東 京 の一部地域 でパイ ロ ット実験 が行われてい る。
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63年10月 には 日本 シテ ィメデ ィア(株)が 設立 され,平 成元年中に東

京23区 内で営業を開始す る予定 であ る。

〈2)放 送 の動向

ア 放送事業者 の動 向

放送事業者数 は,63年 度中にFM放 送を行 う事業者が5社 増加 し・63

年度末現在156社 とな っている。

また,CATV事 業者数(た だ し許可施設 にかかわ る事業 者数)は,

63年 度 に42事 業者増加 し,63年 度末現在,495事 業者 となってい る。

第1-2-21図

2,000

テ レビジ ョン放送及びラジオ放送の総放送時間(1日 当た り)

テレ ビジ ョン放 送

1,200時

間 諄 _一■_一 一 一 一_」_一_L
525354555657585960616263

年 度

く注)1.61年 度 ま で の総 放 送 時 間 は 各年 度 にお け る平 均 値 で あ る。

2.62年 度 及 び63年 度 はlO月 ～12月 期 の平 均 値 で あ る。
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衛星放送受信世帯数の推移
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NHK資 料 に よ り作成

個別受信

62.963.363.91.争

イ 放送 サー ビスの動 向

(ア)放 送サ ービスの放送時間及び受信契約数 の動 向

63年10月 か ら12月 の1日 当た りの総放送時間は,テ レビジ ョン放送が

1,995時 間で,前 年同期 に比べ,17時 間,0.9%増 加 している。 また,ラ

ジオ放送 は1,653時 間で,前 年同期に比べ,23時 間,1.4%増 加 している

(第1-2-21図 参照)。

衛星放送 の受信世帯数は ソウルオ リンピックの中継等,魅 力的な放送

・番組 の提供 に よ り普及が促進 され,63年9月 末 に100万 世帯に達 し,平

成 元年3月 末現在140万 世帯 と,前 年同期に比べ,約2.4倍 とな ってい

る(第1-2-22図 参照)。

特に,個 別受信世帯数の伸びが大 きく,平 成元年3月 末現在,66万 世

帯 で前年同期に比べ,約3.2倍 の伸び となってい る。

CATVの 受信契約者数は62年 度末現在,537万7,682契 約,対 前年度
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末 比9.0%増 となつた。都 道府県別の伸 び率をみ ると,茨 城 県(対 前年

度末比25.§%増),長 崎県(同23.5%増)及 び三重 県(同18・8%増)が

高 くな っている。規模 別では引込端子数 が501以 上 あ る許可施設 の受信

契約者数 が62年 度末現在,143万4,943契 約 で対 前年度末比22・0%増 と伸

びが著 しい。

自主放送 を行 ってい るCATVの 受信契約者数 は62年 度末現在,43万

9,932契 約 で対 前年度末比25.0%増 と高 い伸び とな っている。

(イ)民 間放送 の拡充

(民間 テ レビジ ョン放送の拡充)

民間 テ レビ ジ ョン放送 については,全 国各地域 において最低4の 放送

を受信 できることを 目標 にそ の普及 が図 られてお り,63年 度末現在,25

都道府県 で4以 上 の放送が実施 されている。

さ らに,63年 度中に山形地 区で3局 目,北 海道地 区で5局 目,熊 本地

区で4局 目及び長崎地 区で3局 目の民間 テ レビジ ョン放送 の予備免許 を

与 えた ところであ り,開 局 は山形 地区,北 海道地 区及び熊本地区につい

ては 平成 元年10月,長 崎地区については平成2年4月 の予定であ る。

(民間FM放 送)

民間FM放 送 につ いては,全 国各地域 への普及 を 目標 にその普及 が図

られ てお り,63年 度末現在,29都 道府 県で放送 が実施 され てい る。63年

:度においては,香 川地区,長 野地区,埼 玉地 区,山 梨地 区及 び東京地 区

、(2局 目)で 民間 のFM放 送局が開局 した。 また,平 成元 年4月 以降,

山形地区,千 葉地区及び大 阪地区(2局 目)で 開局 が予定 されてい る。

(FM音 声多重放送)

FM音 声多重放送 とは,FM放 送 の電 波 のす き間 を利用 して,従 来 の

FM放 送 とは別 に音声放送 を行 うものである。

63年8月,(株)エ フエ ム東京 が初め てFM音 声多重放送 を開始 した。
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(イベ ン ト用 放送局)

イベ ン ト用放送局 とは専 ら博覧会 その他 これに類す る催 し物 の用 に供

す るため,開 催期間中臨時かつ一時的 に開設す る放送局であ る。

63年5月 の放送法 の改正に伴 い,免 許方針 が63年10月 に策定 され,同

年12月 に(財)ア ジア太平洋博覧会所属FM放 送局(福 岡市)に 予備免

許 を付与 した。運用期間は平成元年3月 か ら9月 までの予定 である。

(民間放送事業者 による文字放送 の全 国展開)

民間放送事業者 による文字放送は63年12月 に北海道地方,東 北地方,

中国地方,四 国地方,九 州地方及び沖縄地方 に放送局 が開局 された こと

に よ り,民 間放送 において も全国 どこで も文字放送 が受信可能 とな って

い る。

(3)郵 便の動向

ア 郵便物数 の動 向

63年 度の年 賀郵便及び選 挙郵便を除 く郵便物数(平 常信)は,62年 度

(対前年度比7.7%増)に 引き続 き好調に推移 し,172億1千 万通(個),

対前年度比8.4%増 と大幅に増加 した。 また,63年 度 の総 物 数 は,

200億 通(個)の 大台を超 えた ものの,対 前年度比4.6%増 と62年 度の前

年度 に対す る伸び率(7.1%)を 下 回 った。 これは,昭 和天皇の御病状

の推移 に伴い,年 賀郵便が前年度 の取 扱通数 に比べ,3億7千 万通減少

したのが主な要 因である(第1-2-23図 参照)。

一方 ,63年 度 の小包郵 便物 は,ふ るさと小包 の需要増等 によ り,2億

4千 万 個で,前 年度 に比べ20.1%増 加 している。 また,広 告郵便物(商

品の広告等,同 一内容で大量 に作成 された印刷物 を内容 とす る郵便物)

にっいては,62年10月 のサー ビス開始 以来,好 調 に増加 してお り,63年

度 の通数 は,13億 通 とな っている。63年10月 か ら6か 月間 では,対 前年

同期比35.5%増 の7億5千 万通 と急増 してい る。
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第1-2-23図 引受郵便物数 の推移
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郵政 省資 料 に よ り作成

イ 多様化す る郵 便サー ビス

(不在持戻 り郵便物 の受取方法 の改善)

利用者の ライ フスタイルの多様化に即 した郵便 サー ビスの改善 の一環

として,不 在の場合,郵 便局に持 ち戻 って いる郵便物 を,希 望に よ り利

用者 の勤務先又は指定す る郵便局へ配達す るサ ー ビスを63年10月 か ら全

国一斉 に開始 した。 また,不 在 のため郵便局 に持戻 り保管 してい る小包

郵便物については,受 取人 の指定 した コンビニエ ソス'ス トアで交付す

るサ ービスを,63年11月 か ら東京都世 田谷 区,武 蔵野市及 び小平市で,

63年12月 か ら神奈川県川崎市 高津 区,宮 前区及び埼玉県所 沢市 で開始 し
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ている。

(寒中見舞用郵便葉書 の発行)

バ ラエテ ィーに富み,季 節に応 じた郵便葉書 の一つ として,さ くらめ

一る,か もめ一るに引 き続 き,寒 中見舞用郵便葉書を,平 成元年1月 か

ら発行 した。

(シール切手の発売)

我が国で初めての シール式切手を収めたゆ うペ ーン(郵 便切手帳)を,

平成元年3月1日 か ら全国で,試 行販売 した。

(ふみカー ドの発行)

カー ド社会 の到来 に伴い,カ ー ドで郵便切手や郵便葉書等 の購入がで

きるよ うに,平 成元年4月1日 か ら,東 京都 区,政 令指定都市及び郵 ト

ピア構想モデル都市 において 「ふみ カー ド」(プ リペ イ ドカー ド)の 発

行 を開始 した。

(小包郵便 サ ービスの改善)

63年11月 か ら,利 用者 の利便性 を考え,小 包郵便物 の取扱い重量 の制

限 を10キ ログラムか ら12キ ログラムまで拡大 した。

なお,料 金については10キ ログラムまでに比べ割安な料金を設定 して

い る。

ウ 郵便サ ー ビスの地域社会への貢献

(住民票等 の郵送サー ビス)

住民票等 の郵送サー ビスは,郵 便局 の窓 口に住民票,戸 籍謄本 ・抄本

の申請 を行 うため の専用 の申込用 紙及び封筒を用意 してお き,郵 送に ょ

る住民票等 の申請 ・交付 を行 うことに よ り,住 民 の利便向上を図るサー

ビスであ る。

62年4月 に郵 トピア構想 モデル都市 である千葉県佐倉市で実施 して以

来,地 方 公共団体 との連携 の下 に全国に拡大中で・63年 度末現在,約70
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の市町村(約930の 郵便局)で 実施 している。

(地方切手 の発行)

平成元年度 か ら地方 の活性化を図 り,地 域 に密着 した郵便 サー ビスを

提供す るため,全 国各地 の名所,行 事,風 物 等を題材 とした地方色豊か

な切手を発行 し,そ れぞれ の地方 で販売す ることとしてい る。

地方 切手 の最初 のものと して,長 野県の 「お猿 の温泉」 を題 材 とした

切 手を長 野県及び新潟県において,ま た,山 形県 の 「さ くらんぼ」 を題

材 とした切手 を東北地方 の各県 において,そ れぞれ平成元年4月 か ら販

売 してい る。

地方切手

(4)通 信設備の動向

国 内の主な通 信設備 には郵便局 のほか,放 送局,陸 上移動局等 め無線

局,CATV施 設等があ る(第1-2-24図 参照)。

(郵便局数)

郵 便局数 は63年 度中に無集 配郵便 局113局,簡 易郵便局35局 の新設等

に よ り・63年 度末現在では前年度 に比べ93局 増 の2万3・886局 とな った。
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通信設備数の推移

(52年度=100)

4認 置倒
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郵政省資料に よ り作成

(注)1・ 無線局 数は放送局数を除いた数値であ る。

2・無線局数は63年12月 末のデータであ る。他 は63年度 末のデータであ る。

(放送局数)

放送局数は60年 度 以降高 い伸びを示 してお り,平 成元年3月 末現在3

万1,679局 で,62年 度末 に比べ2,363局 増加 した。 これはテ レビジ ョン文

字 多重放送局 の開局が主 な原因である。

CATV施 設数 は62年 度末現在,4万4,133施 設 で,前 年度末 に比べ,

1,943施 設,4.6%増 加 した。規模別 では・引込端子数501以 上の許可施

設 数 の伸 びが大 き く,709施 設 と絶対数 は少ない ものの,対 前年度末比

12,0%増 と高 い伸びを示 した。なお,63年 度末現在 の許可施設は826施
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設で対 前年度末比16.5%増 とな っている。 自主放送 を 行 うCATVの

施設数 につい ては62年 度末現在,191施 設,対 前年度末比25・7%増 とな

った。

(無線局数)

無線局数は,63年12月 末現在,483万1,861局,対 前年同期比9・9%増

となった。特 に,自 動車電話及 びMCA無 線(多 数 の利用者が複数 の無

線 チ ャンネルを共同に利用す る陸 上移動通信 システ ム)が60年 度以降・

40%か ら50%増 と高い伸びを示 してい る。

2国 際通信の動向

(1)国 際 電気通信

63年 の国際電気通信 につ いては,我 が国 の国際化 の進展 を背景 に,国

際電話及び国際専用 回線 の伸びが続 いてい る一方,国 際電報及び 国際 テ

レックスについては需要 の減少が続 いてい る。 また,59年 以降,毎 年の

よ うに国際電気通信料金 の引下 げが行われてい るが,63年 においても国

際電話をは じめ とす る国際電気通信料金 の引下げが広範 に行われ た。

ア 国際電気通信事業者 の動 向

(国際第一種電気通信事業者)

国際第一種電気 通信事業については,63年 度末現在,KDDは じめ3

社が事業認可を受けている。

日本国際通 信(株)及 び国際 デジタル通信(株)は,63年12月 に国際

専用回線サー ビスにかか わ る契約約款 の認可 を郵政大臣 よ り受けた。 こ

れ によ り,日 本国際通信(株)は 平成元 年4月 に,ま た,国 際 デジタル

通信(株)は 平成元年5月 に国際専用 回線 サー ビスの提供を開始 した。

(国際第二種電気通信事業者)

国際第二種電気通信事業 につ いては,63年 に 新 たに3社 が 登録 を 受

け,63年12月 末現在,13社 が登録を受けその うち10社 がサ ー ビスの提供
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を開始 してい る。 また,登 録を受 けてい る13社 の うち3社 がサ ービス提

供相手国を米国及び英国 としてお り,残 りはすべて米国 としてい る。

イ 国際通信サ ー ビスの動 向

(ア)国 際電話

63年 度上半期 の国際電話 の取扱数(発 着信及び中継信 の合 計)は,1

億1,958万 回であ り対前年同期比で35。8%増 となってい る。52年 度か ら

の取扱数 をみ る と,国 際電話回線を利用 した ファクシ ミリ通 信あるいは

デ ータ伝送 の利用 の増大等 に よ り,10年 間でほぼ16倍 と飛躍的 に増大 し

てい る(第1-2-25図 参照)。

第1-2-25図 国際電話取扱数の推移
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第1-2-26表 加入電話普 及率 と国際電話取扱数

・ 本 米 劇 西 独 韓 国

人 口(百 万 人)

加 入 回 線 教(百 万 回線)

100人 当 た り加 入 回 線 数

国際電話発信取 扱数(百 万回)

1加 入回線当た り国際電話発

信取扱数

120

47

392

69

1.5

239

lO3

452

479

4,4

61

26

426

468

18

40

7

17.5

15

2,1

「世 界 の 電話 」(AT&T),ITU統 計1988年 版 に よ り作 成

こうした中で,63年9月 に21.1%の 料金 の引下げを 行 った ことに よ

り,今 後一層の利用 が見込 まれ る。

日本,米 国,西 独及び韓 国の加入電話の普及率 と国際電話 の発信 の取

扱 数は第1-2-26表 の とお りであ る。

加入電話 の普及率を人 口100人 当た りの加入 回線数 で表す と,日 本が

39.2回 線,米 国が45.2回 線,西 独が42.6回 線 と日本 と米国,西 独 の差は

ほ とん どない。 しか し,国 際電話 の発信 の取扱 数につい七み ると,米 国

が 日本 の6.9倍,西 独が6.8倍 となっている。 なお韓 国につ い て み る

と,加 入電話 の普及率は 日本の約半分であ り,国 際電 話の発 信の取扱数

は約5分 の1と なってい る。 また,1加 入回線 当た りの発 信の取扱数 で

ぱ,米 国が 日本 の2.9倍,西 独が12倍,韓 国が1.4倍 と,1加 入 回線当

た りの国際電話利用 率は4か 国の中では 日本 が一番低 くな ってい る。

(イ)国 際専用 回線

国際専用回線につ いては,63年9月 末現在1,452回 線であ り対 前年同

期比 で14・8%増 とな ってい る。種類別 にみ る と,電 信級回線は減少 して

いるもの の,音 声級及び中高速符号 回線 は年 々着実に増加 してい る(第
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第1-2-27図 国際専用回線数 の推移
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1-2-27図 参照)。

(新国際第一種電気通信事業者 のサ ービスの動向)

日本国際通信(株)は 平成元年4月 に,ま た,国 際 デジタル通信(株)

は平成元 年5月 に国際専用回線サー ビスの提供を開始 した(第1-2-

28表 参照)。

提供品 目は,両 社 とも帯域品 目,中 速符号 品 目及 び高速符号 品 目の3

品 目で,サ ー ビスは全 国か ら利用が可能 であ る。サー ビス提供相手国は

当面,日 本国際通信(株)が 米国,香 港,韓 国及び シンガポール,国 際

デジタル通信(株)が 米国,香 港 及 び シンガポール と なってい る。な
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第1-2-28表 新国際第一種電気通信事業者の提供 サービスと料金

(単位:千 円)

取 扱 地 域

品 目 種 別 アジア ・北米 ・大洋州地域 欧 州 地 域

日本 国際 国際デジタ
通信㈱ ル通信㈱

音声級回線 560

日本国際 国際 デジタ
通信㈱ ル通信㈱

730

帯 域 品 目
音声伝送用
回線

38・干
1

中速符号品目

2,400b/s 33・1-42・ 一

4,800b/s 400520

9,600b/s 500-650

高速符号品目

56kb/s 8701,140

64kb/s 8701,140

128kb/s 1,3701,780

192kb/s 一1 ,78・-1…4・

256kb/s 2,1502,150

384kb/s 2,7903,630

512kb/s 3,3804,390

768kb/s 4,3905,710

1.5Mb/s 6,9008,970

2Mb/s 7,97010,360

郵政省資料により作成,

お,両 社 とも平成元年10月 に,国 際電話 サー ビスの提供 を 予定 してい

る。

(ウ)国 際データ伝送

国際公衆 データ伝送(VENUS-P)の63年 度上半期 の取 扱数(発 着 信

及 び中継 信の合計)は,199万 回であ り対前年度 同期比で10・2%増 とな
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第1-2-29図 国際テ レックス取扱数及び国際電報通数の推移
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っている。 また,契 約数 については,63年9月 末現在,約1万5,300契

約(対 前年 同期比26.6%増)と 大幅 に増加 している。

(エ)国 際 テ レックス

国際 テ レックスの63年 度上半期 の取扱数(発 着 信及び中継信の合計)

は,1,438万 回で対前年度同期比24.4%の 減少 とな ってい る。 国際 テ レ

ックスの需要 は,59年 度を ピー クに年 々減少傾向を強めてお り,過 去4

年間で需要 が約3分 の2に 減少 している(第1-2-29図 参照)。

(オ)国 際電報

国際電報 について も,63年 度上半期の通数(発 着信及び中継信 の合計)
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は,42万 通 で対前年度同期比43.7%減 と減少 が 続 い て い る。国際電 報

は,過 去10年 間 で需要が約5分 の1に 減少 した。

この よ うに,近 年,テ レックス及び電報 の需 要 は 電 話,フ ァクシ ミ

リ,専 用回線及びデ ータ通信へ と急速 に移行 してい ると考 え られ る。

(カ)国 際 テ レビジ ョソ伝送

国際 テ レビジ ョン 伝送 の63年 度上半期 の伝送時間は 対前年度 同期比

の32.1%増 の62万 分 と急増 してい る。 また,従 来,国 際 テ レビジ ョン伝

送サ ー ビスの利用 は電波法 上の免許 を受けた放送事業者 に限定 され てい

たが,62年12月 か ら利用者 の資格が特に制 限 され ていな い一般用サ ー ビ

スの開始 に よ り,今 後一層の利用が見込 まれる。

(キ)国 際電気通信料 金の値下げ

国際電気通信料金については,54年 以降9次 にわた る値下げが行 われ

た。63年 度 において も9月 に国際電 話サー ビス,国 際 フ ァクシ ミリ通信

サー ビス及び国際テ レビジ3ン 長期 サー ビスの通信料 金 の値 下げが 行わ

れ た。値下げ率 は平均21.1%で あ り,3サ ー ビス合わせ た値下 げ総額は

482億 円(63年 度通 年ベース)と,過 去最 大の値下げ 規模 とな った(第

1-2-30表 参照)。 サ ー ビス別 の値下 げ率は国際電話21.1%,国 際 フ

ァクシ ミリ通信14.7%及 び国際テ レビジ ョン長期13.6%で あ った。

今 回の値下げは,為 替相場 の変 動に よる 日本発信料金 の 割 高 感 の解

消 ・縮小 を図 るとともに,国 際通 信サー ビスを安い料 金で提供す ること

を 目的 としてい る。

(2)国 際郵便

ア 国際郵便物 の動向

63年 度 の国際郵便物数は,対 前年度比7.0%増 の2億7,568万 通(個)

と増加傾 向を維持 した。差立は,同6.6%増 の1億1,737万 通(個),到

着 は同7・2%増 の1億5,831万 通(個)で あ り,到 着 の増加傾向が 目立
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昭和54年10月 以降における国際電気通信料金の値下げ状況

実施期 日 対 象 業 務 値下げ総額
考
値
)

均
率

平
げ

備
(
下

・㈹1陣 鯖 用回線 10億 円

国 際 電 話54.12.1 国 際 テ レ
ッ クス

160億 円

第1次 値下 げ

(ll.o%)

55.7.1
国際電話
国際専用回線

58億 円

55.10.1 国際 テ レビジ ・ン伝送
国際 デーテル

2億 円

第2次 値下 げ

(4。0%)

国 際 電 話
56.4.1国 際 テ レッ クス

国 際 専 用 回線

第3次 値 下 げ89億円

(5.2%)

国際電話
国際テ レックス

国際電話
国際 テ レックス
国際専用 回線
国際 テ レビジ コン伝送

第4次 値下げ
(8.1%)

第5次 値下げ

(6.7%)

国際電話
国際 テ レックス
国際専用 回線
その他

第6次 値下げ

(9.5%)

国際電話
国際 テ レックス
国際専用 回線

国際専用回線
(高速符号回線)

第7次 値 下 げ

(13.1%)

海事衛星通信

国際専用回線
国際公衆データ伝送

46億 円 第8次 値 下 げ

(22.0%)

国際電話
国際 ファクシ ミリ通信
国際 テ レビジ ョン長期

第9次 値 下 げ

(21.1%)

KDD資 料に よ り作成
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っている。

イ 国際郵便料金の引下 げ及びサ ービスの改善

国際郵便料金 については,63年9月 に国際 ビジネス郵便(EMS)の 料

金を平均28.2%引 き下げ る とともに,10キ ログラムを超 え る部分 につい

て逓減料金を設定 した(第1-2-31表 参照)。

また,料 金 の引 き下げに合わせ て,従 来5地 帯制 に分か れていた料金

区分 を4地 帯制 に簡素化 した。 さ らに,取 扱 国(地 域)を54か 国 か ら70

か国へ 拡大す る とともに63年10月 には,米 国 との間 にEMS追 跡 システ

ムを導 入 し,着 否照会 に迅速に対 応 している。

国際電子郵 便(イ ンテルポス ト)に ついては,国 際電 話料金 の引 き下

げに伴 い,そ れに見合 う分 の料金 として63年9月 に平均17.1%の 引 き下

げ を行 った。 また,従 来3地 帯制 に分 かれていた料 金区分 を2地 帯制 に

簡素化 した(第1-2-32表 参照)。

ウ 国際郵便小包重量制限の引上げ

国際郵便小包は,従 来最 大重量 を10キ ログラムとしていたが,63年8

月,最 大重量 を20キ ログラムに引き上げた。 これは,万 国郵便連合 の小

包郵便物 に関す る約定で認 め られた最 高限であ り,132か 国(地 域)と

の間 で20キ ログラムまでの小包郵便物 が交換 で きる ように な っ た。 ま

た,従 来 の1回 の差出 しが10個 以上 である場合 の10%料 金割 引に加 え,

50個 以上 の差出 しに対 して新たに20%の 料金割引を導入 した。

エ 個人輸入支援サ ービスの実施

個人輸入支援 サ ービス は,郵 便局に 「個人輸入支援 サ ー ピス コーナ

ー」 を設 け海外 の通信販売 カタ 戸グを展示す る ことに よ り
,海 外 の商品

を個人輸入 する際 に必要 な情報 を提供す るもので あ り,63年11月 か ら東

京 ・大阪等主要24局 で実施 している。

取扱 品 目は,衣 料品,ア クセサ リー,陶 器,食 器,レ ジ ャー ・スポー



第1-2-31表 国際 ビジネス郵便料金 引下げの概要

旧 料 金 新 料 金

重量

地帯

3009ま で 500gま で

5009を 超

え3㎏ まで

1009又 は

そ の 端数

ご とに

3kgを 超 え

る5009又

は そ の 端

数 ご とに

ア ジ ア
円 円 円 円

1,1501.400250700

オ セ アニ ア 1,900 2,200 300 900

北 ・中 米
中 近 東

2,150 2,500 300 900

ヨ ー ロ ツ ノミ 2,200 2,600 350 1,100

ア フ リ カ

南 米
2,400 2,800 450 1,500

⇒
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セ

.
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中
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1,4QO
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円

1,000
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2,200

5009を 超

え3kgま

で1009又

は そ の 端

数 ご とに

円

08
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220

400

3kgを 超 え
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円
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第1-2-32表 国際電子 郵便料 金引下げの概要

(単位:円)

地 帯
1枚 目 追 加 の1枚

旧 料 金 新 料 金 旧 料 金 新 料 金
1

ア ジ ア 1,900

1,800

800

600オセアニア

中近東
北米

2,200 900

ヨ ー ロ ツ!ミ

ア フ リ カ

南 米

2,400 2,100 1,000 900

(注)ミ ニイ ンテルにっいては料金 の変更はない。

ツ用 品,室 内装飾品等で,米 国,英 国,フ ラソス及 び カナ ダの通信販売

業者11社 が参加 している。

利用者 は,カ タ ログに よ り商 品の選定を行 い,国 際郵便 で直接業者 に

注文 す る。商品 は,航 空 便で3,4週 間,船 便で2,3か 月で到着 する。

また,代 金 は,国 際郵便為替又は クレジ ッ トカー ドに よって支払 う。

(3)国 際放送

63年 度 の国際放送は,21言 語 によ り1日43時 間,全 世界 に向けて実施

された。 また,63年 度 の放送番組時間比率は,ニ ュース等 報道番組が

64・6%,国 情紹介番組 が27.3%F,娯 楽番組 が8.1%で あ った。平成元年

度 につ いても,63年 度 と同様 に21言 語 に よ り1日43時 間実 施 され て い

る。

国際放送は,国 内の送信所か ら放送 を行 ってい るほか,海 外の送 信所

か らも中継 されている。海外中継 については,63年7月 まで は欧州 ・中

束 ・北 アフ リカ向けに1日7.5時 間,南 米向けに1日4時 間 及び北米向

けに1日4時 間が行われたが,同 年8月 以降は,欧 州 ・中東 ・北 ア フ リ

カ向けに1日8.5時 間,中 南米向けに1日6・5時 間・ ア フ リカ南部 向けに
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1日1時 間及び北米向けに1日4時 間に更に拡充 した。

なお,平 成元年度は,欧 州 ・中東 ・北 アフ リカ向けに1日9時 間,ア

フ リカ南部 向けに1日1時 間,南 米 向けに8時 間及び北米向けに4時 間

が行われ てい る。

(4)国 際通信設備の動向

KDDの63年9月 末現在 の国際通 信回線数は対前 年同期比10.4%増 の

1万1,135回 線 であった(第1-2-33図 参照)。

我が国 の国際通信回線は,衛 星及び海底 ケーブルが中心 とな ってお り,

63年9月 末現在では衛星が67.8%,海 底 ケーブルが31.6%を 占めてい

る。 しか し,光 海底 ケープル方式に よる第3太 平洋横断 ケーブル(TPC

-3)が 平成元年4月 に運用 を開始 した ことに よ り,今 後,海 底 ケープ

第1-2-33図 対外回線数の推移
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TPC-3の 敷 設

ルの占める割合が高 くなる と考え られ る。 また,平 成2年5月 の運用開

始 を 目指 して,香 港 ～ 日本解韓国 ケーブル(H-J-K)の 敷設 を開始

す るとともに,平 成4年10月 の運用 開始 を 目指 して,第4太 平洋横断 ケ

ー ブル(TPC-4)の 敷設 を予定 してい る。

新 国際第一種電気通信事業者であ る日本国際通信(株)の 国際通信設

備 につ いては,千 葉衛星通信局が平成元年4月 に,上 山 口衛星通信局が

平成元年9月 に運用 を開始す る予定 である。 また,交 換設 備 に つ い て

は,東 京通信セ ソターが平成元 年4月 に,大 阪通信セ ソターが平成元年

9月 にそれぞれ一部運用を開始す る予定 である。

国際デ ジタル通信(株)の 国際通信設備 につ いては,IDC千 葉 衛星地

球局 が平成元年5月 に,IDC山 口衛星地球 局が平成元 年7月 に運用 を

開始す る予定 である。交換設備 につ いては,横 浜国際通信セ ンターが平

成元年5月 に一部運用を開始す る予定 である。 また,平 成2年12月 の運

用開始を 目指 して,北 太平洋 ケー ブル(NPC)の 敷設 を予定 してい る。
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第3節 惰報化の進展

社会経済 の発展 に伴 って,情 報化が進展 してお り,情 報 に対す るニー

ズ も高度化 ・多様化 してい る。

情報化を定量的 に とらえ る指標 としては種 々のものがあ るが,こ こで

は,我 が国の情報化 を情報流通 の動向,家 庭 の情報化,産 業の情報化,

地域 の情報化及び国際情報流通 の動 向のそれ ぞれについて概観す る。

1情 報流通の動向

流通す る情 報量 の把握 に よる情報化 の定量的な分析 として,郵 政省 で

は 「情報流通 セ ンサ ス」 を49年 度以降 毎年実施 している。

52年 度を基準 とした62年 度 までの供給情報量等の推移は第1-3-1

第1-3-1図 総供給惰報量等の推 移

160

(52年 度=100)

総供給情報量

総情報流通 コス ト

、総情報流通距離量

姦 に________一___
5253昌4

年度
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第1-3-2図 メデ ィアグループ別供給情報量の推移

指
数

200

180

160

140

120

100

5253

年 度

(52年 度 二100)

電気通信系メディア

ノ 総供給情報量

輸送系メディア

空間系メディア

図 の とお りであ る。

情報 流通量 の変化を供給 と消費でみ ると,総 供給情報量 の伸び(年 平

均伸 び率7.1%)は 著 しく,そ の伸びは実質国民総生 産の伸 び(同4.2

%)を 大 き く上回 っている。一方,消 費情報量は52年 度に対 して も,ほ

とん ど伸 びてお らず(年 平均伸び率1。1%),情 報流通量にみ られ る情報

化の進 展は供給面で進 んでいる。

(1)供 給情報量

62年 度の供給側が受信側 に対 して消費可能 な状態 で提供 した情 報の総

量 であ る総供給情報量は4.22×1017ワ ー ドで,前 年度に比 べ7.9%増 加

し,52年 度 の1。98倍 であ った。

メデ ィア グループ別に対前年度伸び率をみ る ど 電気通 信系 は7,9%

増(対52年 度比1.99倍),輸 送系は3.8%増(同1・49倍),空 間系 は0.4%
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第1-3-3図 供給情報量の構成比の推移

52年 度の供 給情 報量 の構成 比62年 度 の供 給情報 量 の構 成比

有線テレビジョン放送 有線テレビジョン放送
4'6%「 そ の他1'`%11'7%↓ 「 その 他1.4%

テ レ ビジ ョン
放 送

81.0% 纏 麟 ………i…

ア レビ ジ ョン

放 送
74.0%

増(同1.15倍)で あった(第1-3-2図 参照)。

62年 度の総供給情報量 の構成比は,電 気通信系 が99.0%,輸 送 系 が

0.5%,空 間系 が0.5%と な ってお り,電 気通信系が高 い割合を示 してい

る。中で もテ レビジ ョソ放送 の占め る割合は高 く,総 供給情報量 の74.0

%を 占めてい る。 しか し,そ のシェアはわずかであるが低下 して きてお

り,52年 度(81.0%)と 比べ ると7.0ポ イ ン ト低下 してい る。 これ に対

して,有 線テ レビジ ョン放送は着実に シェアを伸 ば してお り,52年 度 の

4,6%か ら62年 度 には11.7%と7.1ポ イ ン ト増加 している(第1-3-3

図参照)。

メデ ィア別に対前年度伸 び率 をみ ると,衛 星 テ レビジョン放送 が372.1

%増,テ レテキス ト(文 字放送)が308.9%増,ビ デオテ ックスが105.1

%増 と二 沼一メデ ィアの伸びが高 くなっている。

(2)消 費情報量

62年 度 の実際 に消費 された情報 の量 である総消費情報量は1.98×1016
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第1-3-4図 メデ ィアゲループ別消費情報量の推移

(52年 度 二lOO)

115
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総消費情報量

電気通信系メディア'"覧 輸送系
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嚢
。二__________

5253545556575859606162

年 度

ワー ドで,前 年度に比べ0.2%増 加 し,52年 度 の1.12倍 とな った。

メデ ィア グループ別に対前年度伸 び率 をみ る と,電 気通 信系は0.2%

増(対52年 度比1.12倍),輸 送系 は0.9%増(同1.11倍),空 間系 は0.2%

増(同1.13倍)と 増加 してい る(第1-3-4図 参 照)。

62年 度 の総消費情 報量 の構i成比は,電 気通 信系 が64.5%,輸 送系が

3.0%,空 間系 が32.5%と な ってお り,総 供給情報 量 の構成比 に比ぺ,

空間系 の占め る割合 が大 き くな っている。

(3)情 報消費率の推移

情報消費率は,供 給 された情 報量 の うち,ど の程度 の情報が実際に消

費 されたかを示す指標であ り,総 消費情報量/総 供 給情報量 で計 算 され

る。
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情報消費率の推移

5253545556575859606162

年 度

情報消費率は情 報化 の進展 とともに年 々低下す る傾向にあ る。62年 度

は前年度 と比較 して0.3ポ イ ン ト低下 の4.7%で あった(第1-3-5

図参照)。

これは,総 供給情報量及 び総消費情報量 の双方 に大 きな影響力を持つ

テ レビジ ョン放送,有 線 テ レビジ ョン放送のチ ャンネル数が 年 々 増 加

し,か つ,総 放送時間数が増加 してい るのに対 し,テ レビジ ョン放送 の

視聴時間がそれほ ど増加 していないことが主 な原因 である。

(4)情 報流通距離量

62年 度の総情報流通距離量(消 費情報量 ×流通距離)は6.18×1017(ワ

ー ド・キ ロメー トル)で 前年度に比べ,1.5%減 少 し,52年 度に比べ,

1.06倍 の伸 び となった。
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第1-3-6図 メデ ィアヴループ別情報 流通距離量 の推 移
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メデ ィアグル ープ別に対前年度伸 び率をみ る と,空 間 系 は1.5%増

(対52年 度比1.09倍)で あったが,電 気通信系 は0.8%減(同1.06倍),

輸送系 は3.7%減(同1.07倍)と なった(第1-3-6図 参 照)。

メデ ィア別に過去10年 間の伸び率をみる と,フ ァクシ ミリが52年 度 の

55.4倍 と飛躍 的に伸びたのに対 し,端 末数の減少に よ りテ レックス(対

第1-3-7図 メデ ィアゲループ別構成比

供給情報量

消費情報量

情報流通距離量
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52年 度比0.59倍)が 情報流通距離量 を大 き く減 少させたのが 特 徴 で あ

る。

(5)情 報流通 コス ト

62年 度の情報 流通 コス ト(情 報 を発信 点か ら受信点 まで伝達す るため

に必要な経費)は37兆5千 億円で,前 年 度に比べ,5.1%増 加 し,52年

度 の1.85倍 とな った。

62年 度の総情報流通 コス トの メデ ィア別 の構成比をみると,空 間系が

54.7%,輸 送系が24.2%,電 気通信系が21.1%と な っている。他の指標

に比べ,空 間系 の シェアが高いのが特徴である(第1-3-7図 参照)。

2家 庭 の情報化

今 日,情 報に対す るニーズは家庭 において も高 まっている。

ここでは,家 庭 におけ る情報化 の進展状況を情報装備指標(情 報通 信

機器等 の保有状況),情 報 利 用 指 標(時 間に よ り表 した情報 の利用状

況),情 報支 出指標(情 報 に関す る支 出状況)及 び 情報選択性指標(情

報 に関す る選択 の幅の拡大状況)の 四つの指標 によ り概観す る(第1-

3-8表 参照)。

家庭 の情報化は情 報装備指標及び情報選択 性指標 では進 展 し て い る

が,情 報利用指標及び情報 支出指標 では あま り進展 してお らず,そ の進

展度合 いには指標 に よ り大 きな開 きがある(第1-3-9図 参照)。

(1)情 報装備指標

「情報装備指標」 の50年 を100と した62年 の値は169.7と な ってお り,

69.7ポ イ ソ ト伸 びている(第1-3-10図 参照)。

1世 帯 当た りの情報通信機器の保有数は50年 には2,4台 であったが,

62年 に は4.7台 と50年 に比べ約2倍 となってい る。

1世 帯当た りの世帯人数は,50年 は3.33人,62年 は3.07人 であること

か ら,50年 の1人 平均0.7台 か ら62年 においては1.5台 の情報通信機器を
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第1-3-8表 家庭の情報化指標の内容一
情報装備

指標

情報利用

指標

情報支出

指標

情報選択

性指標

家庭の情報 に関す る保有状況の推移を表す指標であ り,情 報通信機 器の保有

数及び情報 ネ ッ トワー クの加入数 か ら構成

・情報通信機

器保有

カ ラー テ レ ビ,VTR,ラ ジオ カ セ ヅ ト,ス テ レオ,プ ッ

シ ュホ ン,パ ソ コン とい っ た情 報 通 信 機 器 の 保有 状 況

・情 報 ネ ッ ト

ワー ク加 入

加入電話,衛 星放送,ビ デオテ ックス通信網 とい った情報

ネ ッ トワー クへ の加入状況

テ レビジ ョン放送 とラジオ放送の視聴時間及び新聞 ・雑誌 ・書籍等 の閲読時

間とい った時間に より家庭 におけ る情報 の利用状況 の推移を表す指標

情報に関連す る支 出の家計消費支出全体 に占め る比率の推移に よ り表す指標

であ り,情 報通信機器支出,情 報 ネ ッ トワー ク支出,情 報 ソフ トウェア支出

か ら構成

・情報通信機

器支 出

・情 報 ネ ッ ト

ワー ク支 出

・情 報 ソフ ト

ウ エ ア支 出

ラ ジオ,テ レ ビ,ス テ レオ,テ ー プ レコー ダー.ビ デオ テ

ー プ レ コー ダ ー}パ ソ コン ・ワ ー プ ロ とい った情 報 通 信機

器 の 購入 に対 す る支 出

郵便料,電 話通信料,受 信料 といった情報 ネ ッ トワー クの

使用 に対す る支出

新 聞,雑 誌,週 刊 誌,他 の書 籍,他 の 印刷 物,フ ィル ム,

レ コー ド,テ ー プ とい っ た情 報 ソフ トウ ェア の購 入 に対 す

る支 出

家庭において摂取可能な情報の量,種 類,時 間 の推移を表す指標で あ り,情

報種類数,清 報提供量,情 報提供時間か ら構成

・情報種類数

・情報提供量

・情報提供時

間数

書籍,月 刊誌,週 刊誌,新 聞 とい った 印刷系 メデ ィアの出版

点 数,CD,レ コー ド,カセ ッ トとい った音声系 メデ ィア新譜

数及 び ビデナ ソフ ト,ビ デオデ ィス クとい った映像系 メデ

ィアの新作数に よ り家庭において摂取可能な情報の種類数

書籍,月 刊誌,週 刊誌,新 聞 とい った印刷 系 メデ ィアの発行

部数,CD,レ コー ド,カセ ッ トといった音声系 メデ ィアの生

産数量及び ビデ オ ソフ ト,ビ デオデ ィス クといった映 像系

メデ ィアの販売数に よ り家庭において摂取 可能 な情報 の量

テ レビジ ョン放送 及び ラジオ放送 の1局1日 平均の総放送

時間
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第1-3-9図 家庭における情報化の進展状況
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(注)50年 を100と して表示

情報利用指標は60年 の数値 であるが,他 の指標 は62年 の数値 である。

保有 している ことにな る。 また,郵 政省の調査(注1)に よ る と,家 庭に

おいて保有 している情報 通信機器 の うち,あ る個人が専有 している比率

は約2割 にな ってお り,情 報通信機器の個人所有化が進 展 してい る。特

に,家 庭にほぼ普及 しているマス ・メデ ィアの代表であるテ レビジ ョン

受信機 とパー ソナル ・メデ ィアの代表 である電話機を比 べると,テ レビ

ジ ョン受信機 の個人所有 が よ り進んでお り,個 人所有化 の進 展はマス ・

メデ ィアを中心に進展 している(第1-3-11図 参照)。

その他の特徴 としては,近 年VTRが 急速 に普及 している。1世 帯 当

た りの保有数 は52年 の0.014台 か ら62年 には0.60台 と10年 間で40倍 以上

の伸 びを示 した。 また,そ の普及率 も50%を 超えてお り,テ レビジ ョン

受信機 の個人所有の進 展 と合わせ,映 像系の端末 を中心に情報 通信機器
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第1-3-10図 情報装備指標等の推 移

(50年 判 。0)

!∠← 情報通信機器保有数

叢 ヱー_L_L一L___L一L
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年

(注)1.情 報通信機器保有数は,「 家計消費 の動 向」(経 済企画庁)に よ

り作成

2.情 報ネ ッ トワー ク加入数はNTT,NHK,キ ャプテンサ ー ビ

ス㈱の資料及び 「住民基本台帳に基づ く全 国人 口 ・世帯 数表」(自

治省)に よ り作成

の家庭におけ る保有 は進展 している。

1世 帯当た りの情報 ネ ッ トワークへ の加入数 は50年 の0.57加 入 か ら62

年の0.83加 入 と45.7%増 加 している。

特 に,53年 の電 話の積滞 の解 消の前後 で比較 す ると,53年 の1世 帯当

た りの情報 ネ ッ トワー クへ の加入数は0.67加 入で,44年 か らの9年 間で

約3.7倍 増加 した のに対 し,62年 までの9年 間 では23・9%増 と,積 滞解

消後 の契約数 の伸びが鈍化 してV・るのが特徴 であ る。-
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家族 人数別 電話機 保有 台数分布2
.2

100

90

80

70

60

50-

40

30

20-

10
%0

1人2人3人4人5人6人 以上

家 族人 数

膠1台 團2台 園3台 囲4台 以上

家族人 数別 テ レビ ジ ヨン受信機 保 有 台数分布
2.0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10%

0
1人2人3人4人5人6入 以上

家族 人数

圏1台 團2台 團3台 圏4台 以上

郵政省資料 によ り作成

」魚無 0.81.33,15.47,1

一

一

一

一

一

一

}

一

一

、n

＼

＼

＼

㎜
…

…
妻

＼
、、'、

総
笏

蹴

昌
:=…"… …

繍

撚鞭
、
、

、、

、

霧
髪

=灘

髪
醸

L名無 1.74.1

一

一

一

一

一

一

一

}

一

、''''''"

灘」

鴨、

、
、

㌦:':1:='9:i==・li::'=':

㌧
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

………:1　:濾:…… 欝 ………・難 美,

29叢

i

:

笏

、
、

＼
、 層

」

、、

、
、

、、

、
、

、

、
、

灘
く1

、 灘

嚢

:懸 ・

、、

、 、

笏

34.7

「



一68 一 第1章 昭和63年通信の現況

なお,衛 星放送及び ビデオテ ックス等 の新 しいサー ビスの契約数 の増

加は著 しいが,絶 対数が少な く全体 の進展状況 に影響 を及ぼす まで には

至 っていない。

(2)情 報利用指標

「情 報利用指標」の50年 を100と した60年 の値 は90.6と な ってお り,

9・4ポイ ン トの減少を示 してい る。

60年 における家庭 内の 国民1人 当た りの1日 平 均情 報 利 用 時 間(平

日,土 曜 日及び 日曜 日の加重平均)は3時 間52分 であ り,50年 に比べ25

分減少 してい る(第1-3-12図 参照)。

これは,テ レビジ ョン放送の視聴時間 の減少 に よるものであ り,ほ と

ん どの年齢層で減少 している。 このテ レビジ ョソ放送 の視聴時間 の減少

は レジャー活動及 び交際 とい ったいわゆ る積極的 レジ ャー活動時間 の増

第1-3-12図 情報利用時間の推移

時
間
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50 55
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時
澗
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聴

取
時

間

τ

ア
↓
ビ
視
灘

間

60年

(注)「 国民生活時間調査」(NHK)に よ り作成
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第1-3-13図 全 消費支出及び情報化 に関連す る総支 出の推移

200(50年=1・ ・)情報 化
に関連す る総 支出 ノ

＼1

＼
全消費支出

一
5051525354555657

年

(注)「 家 計調 査 」(総 務 庁)に よ り作成

加が主 な原 因 と考 えられ る。

なお,郵 政省調査 によると,レ コー ドの聴取時間及びパ ソコソの操作

時間等 を加えた情 報利用時間全体 に占め るテ レビジ ョソ放送及び ラジオ

放送 の視聴時間(平 日1日 平均)の 比率は約60%,ま た,新 聞,雑 誌,書

籍等 の閲読時間の比率は約20%と 既存 メデ ィアの 占める割合が大 きい。

一方 ,ワ ープ ロ,パ ソコン,ビ デオテ ックス等 の新 しい端末及びサー

ビスに対 す る利用時間は全体 の8.6%に とどまっている。 しか も,保 有

してい るがほ とん ど利用 していない人の比率が70%近 くあ り.利 用面 の

情報化はあま り進展 していない といえ る。



一70一 第1章 昭和63年 通 信の現況

第1-3-14図 情報化 に関連す る総支出の構成比の推 移
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(注)「 家計調査」(総 務庁)に よ り作成

一 一6080 100%

(3)情 報支 出指標

「情報支出指標」の50年 を100と した62年 の値は112.0と な ってお り,

12.0ポ イ ン ト伸 びている。

62年 の全 国,全 世帯の情報 に関連す る総支 出は,1世 帯 当た り15万

3,543円 で,50年 に比べ,99.2%増 加 した。 一方,62年 の世帯 における

全消費支出は,1世 帯当た り337万1,326円 で,50年 に比べ・77.8%増 加
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してお り,情 報化 に関連する総支 出の伸びは全消費支出の伸びを上 回っ

ている(第1-3-13図 参照)。

情報通信機器支出,情 報 ネ ッ トワー ク支出及び ソフ トウェア支 出の構

成比の推移は第1-3-14図 のとお りであ る。

62年 の構成比をみる と,情 報 ネ ッ トワー ク支 出は1世 帯 当た り7万

5,936円 で全体 の49.5%と 最 も高い比率 を占めてお り,情 報 ソ フ トウェ

ア支出は1世 帯当た り5万1,613円 で全体 の33.6%,情 報通信機器支 出

は1世 帯 当た り2万5,994円 で全体 の16.9%と な っている。

情報支 出面では,テ レビジ ョン受信機 の購 入等情報装備 に対す る支 出

よ りも電話料金等情 報利用 に対す る支 出が大 きい といえる。

また,情 報 ネ ッ トワー ク支出の情報に関す る総支出に占め る割合は50

年 の38.0%か ら62年 には49.5%と11.5%ポ イ ン トも比率が上昇 してい る

が,こ れ は,51年 に実施 された電話料金及び郵便料金 の値上げ等が原因

である。

(4)情 報選 択性指標

「情報選択性指標」の50年 を100と した62年 の値は133.2と な ってお

り,33.2ポ イ ン ト伸 びている(第1-3-15図 参照)。

特 に大 きく伸 びてい るのは,情 報提供量で,62年 では57億9,620万 冊

(本 ・枚)と,50年 に比べ ると,65.6%増 となった。 その中では,特

に,印 刷系の提供量が全体 の9割 を超えてお り,増 加率 も68.2%増 と高

い伸びを示 している。一方,ビ デオテープ等 の映像系は絶対数は少ない

ものの伸び率は大 き く,55年 か ら62年 に130倍 を超 える伸 び とな ってい

る。

近年の選択 性の幅 の拡大の主な要 因は印刷系 と映像系の情報提供量 の

拡大によるもの と考 え られ る。

また,ラ ジオ放送 及びテ レビジ ョン放送 の1世 帯 当た りの視聴可能チ
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第1-3-15図 情報選択性指標等の推移

(50年 詔100)

指
数

160

140

.♂・情報 提供 量
,・… ●●一

505152535455

年

情報選択性指標
情報種類数

i青報提供時間

56575859606162

(注)1.情 報種類数 及び 情報提供量は郵政 省資料,「 住民基本台帳 に基

づ く全国人 口 ・世帯数表」(自 治省),「 新聞年鑑 」(目 本新聞協

会),「 出版指標年 報」(出版科学 協会),「 日本の レコー ド産業」(日

本 レコー ド協会)及 び 「目本 ビデ オ協会統計調査報告書」(日本 ビ

デオ協会)に よ り作成

2.情 報提供時間は 「日本民間放送 年鑑」(日本民間放送連盟)に よ

り作成

ヤソネル数は,50年 の11.5チ ャンネルか ら62年 では15.3チ ャソネルに増

加 している。 さ らに,新 聞,雑 誌,CDと い った ソフ トウ ェアの種類数

も50年 の13万8,494種 類 か ら62年 では16万9,006種 類 に増加 している。 こ

れ らに よ り表 され る情報の種類 の増大 による選択 の幅 の拡大は50年 か ら

62年 の間に27.8%の 伸びにな っている。
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ラジオ放送及び テ レビジ ョソ放送 の1社1日 当た りの平均放送時間に

よ り表 され る情報提 供 時 間 は,50年 の19時 間13分 か ら62年 の20時 問24

分 と,6.2%増 にとどまってお り,放 送におけ る選択性 の幅は,時 間 の

増大ではな く,チ ャンネル数 の増大 とい う形 で進展 している。

(5)家 庭の情報化 の特徴

家庭 における情報化の特徴は情報通信機器 の保有数 の増加を中心 に装

備面では進展 している。

また,メ デ ィア別の進展状況では,特 にテ レビ,VTRを 中心 とした

映像系 メデ ィアの進 展が著 し く,近 年 のVTR,衛 星放送等の家庭へ の

急速な普及 とあいまって,家 庭の情報化は映像系 メデ ィアを中心 に進展

してい くものと予想 され る。

一・方 ,利 用面 では10年 前 と同様,テ レビジ ョン放送 を中心 とした既存

メデ ィアが利用時間の大部分 を占めてお り,あ ま り進展がみ られ ていな

い 。

今後,家 庭 の情報 化を進展 させてい くため には,情 報利用面 の促進が

必要であ り,利 用者 のニーズに合 った使いやす く魅力的な ソフ トの提 供

を図る ことが必要である。

3産 業の情報化

産業 の分野 において,各 企業は生産部門だけではな く事務 ・管理部門

を も含 めて業務 の合理化 ・省力化を図るとともに,高 度化 ・多様化す る

消費者 ニーズに対応 す るために情報化 につ いて積極的 な取組 が み ら れ

る。

企業 では生産,販 売 ・流通及び事務 ・管理 の各部 門において,作 業 ・

業務等 の効率化 と情 報を迅速に伝 達 し処理す るための通信に対 するニー

ズが高度化 ・多様化 してお り,各 部 門を結ぶ情報通信 のネ ッ トワー ク化

を積極的に進 めている。
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第1-3-16図 ネ ットワーク化指標(62年 度)

A普 及 率

11.6%(12.5%)

B業 務 処 理 率

15.4%(23.7%)

1
D対 外 接 続 度

18.1社(15.3%)

Cネ ッ トワー ク情 報 量

40.6kb/s(13.7%)

1
E端 末 装 備 率

O,27台/人(12.5%)

(注)()内 の数値は対 前年度伸び率である。

A

B

C

D

E

指 標 名

普 及 率

業務処理率

ネ ッ トワー ク

情 報 量

対外接続度

端末装備率

定 義

全国の事業所 の うちで,ネ ッ トワークを利用 してい る事業

所の割合

ネ ッ トワー クを利用 してい る事業所の業務の うち,ネ ッ ト

ワー クに よ り処理 され る業務の割合

ネ ッ トワー クを利用 している1事 業所 当た りの回線容量

ネ ッ トワー クを利用 している企業 の1業 務 当た りの接続相

手企業数

ネ ッ トワー クを利用 してい る事業所 の従業員(常 勤)1人

当た りの端末台数

ネ ットワーク化推進会議資料に よる。
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ここでは,郵 政省の調査(注2)を もとに,企 業 におけ る データ通信 の

ネ ッ トワー クの構築度合 いを概観す る。

(1)ネ ッ トワーク化指標

デー タ通信 のネ ッ トワー ク化 の進展度合 いを,普 及率,業 務処理率,

ネ ッ トワー ク情報量,対 外接続度及び端末装備率 の五つの 面 か ら把握

し,ネ ットワー ク化指標 としてみ ると,各 指標 とも前年度に比べ増加 し

てお り,全 体的にネ ットワー ク化が進 展 してい ることが分か る(第1-

3-16図 参照)。

ネ ッ トワー ク化指標に よれぽ,全 国 の事業所 の うちでネ ッ トワー クを

利用 して事業を行 っている事業所 の割合は11.6%(対 前年度比12.5%

増)で あ る。 また,ネ ットワー クを利用 している事業所で取 り扱 ってい

る業務 の うち,ネ ッ トワー クで処理 している業務量 の割合は15.4%(対

前年度比23.7%増)と 大幅 に伸 びている。 さらに,そ の利 用事業所 の1

事業所当た りの回線 容量 は40.6kb/s(対 前年度比13,7%増)で あ り.

常勤従業員1人 当た りの端末台数 は0.27台(同12.5%増)で あ った。

なお,ネ ッ トワー クを構築 している企業 におけ る対外接続企業数 は平

均18.1社(同15.3%増)で あ った。

(2)業 種別 ネ ッ トワー ク化の進展状況

業種別のネ ットワー クの進展度を利用面の進展度(普 及率 ×業務処理

率)と 設備面の進展度(事 業所外 と結んでいるネ ットワー クの普及率x

情報量)か らその推移 をみ ると,産 業全体の平均は この3年 間で順調に

進 展 してい ることが分か る(第1-3-17図 参照)。

特に金融 ・保険業におけるネ ッ トワーク化が顕著であ る。サ ービス業

では設備面 での進展が顕著 である。それ 以外 では利用面 を中心 にネ ッ ト

ワー ク化が進展 してい る。
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第1-3-17図 業種別 ネ ッ トワーク化進展度
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(3)業 務 別 ネ ッ トワ ー ク 化 の 進 展 状 況

ネ ッ トワ ー ク化 さ れ て い る 業 務 の 中 で の ネ ッ ト ワ ー クに よ る 処 理 の 割

合 は 第1-3-18図 の と お りで あ る 。 平 均 値 で み る と,61年 度 の53.3%

か ら62年 度 は57.2%へ と上 昇 し て お り,ネ ッ ト ワ ー クに よ る 処 理 が 進 展

し て い る こ とが わ か る。

第1-3-18図 ネ ッ トワー クによる処理の割合

平 均(61年 度)1
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情 報 検 剰

そ の 倒

0

163.21

139.70

155.81

147.96
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ネ ッ トワー ク化 推進 会 議資 料 に よ る。
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(4)ネ ッ トワーク化の 目的 と効果

ネ ッ トワー ク化 の目的 と効果は第1-3-19表 の とお りであ る。

全体的にみ ると,「 事務処理 ・業 務処理 の省力化」,「迅速 ・正確 な デ

ータ処理」の順に 目的 ・効果 とも高率を示 してい る
。特 に,「事務処理 ・

業務処理 の省力化」 では,各 業種 とも目的 よ り効果 の方が高率 を示 して

お り,目 的 以上 の成果が上が っていることが分 か る。

第1-3-19表 ネ ッ トワー ク化の 目的 と効果

上段:目 的

下段:効 果

賦
全 体

建設 ・設備
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以上みてきた よ うに,企 業 におけ るデータ通信のネ ットワークの構築

度合いは年 々進展 して きている。 しか し,ネ ッ トワー ク化指標の うちの

普及率 とネ ッ トワークを利用 してい る企業 の業務処理率を比較する と,

業務処理率の伸びが普及率 の伸びの約2倍 とな ってお り,新 たにネ ッ ト

ワー クを構築す る事業所 の割合の増加 よ りも,既 存のネ ッ トワー クの活

用 による業務処理 を増やす事業所 の割合の方が高い ことが分かる。 これ

は,ネ ッ トワー クを一度構築す る と,情 報処理 ・業務処理 の省力化等 に

おいて 目的以上 の効果があが り,更 にネ ットワークを充実 させるため と

考 えられ る。 今後企業におけるネ ッ トワー ク化を よ り進展 させるために

は,現 在 ネ ッ トワー クを構築 していない企業 に対 してのネ ッ トワー ク化

の推進が必要である と考 えられ る。

4地 域の情報化

郵政省 では,郵 便,電 話,テ レビジ 、ン放送,デ ータ通 信等の20の メ

デ ィアを対象 と して,昭 和62年 度の都道府県別の情報流通量 の調査(以

下 「地域別情報流通 セ ンサ ス」 とい う。)を 実施 し,供 給 情報量及び消

費情報量 を定量的に把握 した(第1-3-20表 参照)。

以下,地 域別情報 流通 セ ンサスの結果を用いて地域の情報化 の進展度

合いを概観す る。

(1)地 域の情報化の特徴

62年 度の地域の情報化 の特徴は,第 一 に,総 供給 情報量でみる と62年

度も61年 度に引き続 き58年 度以降続いている情報 の地域間格差の拡大傾

向の状況の中に あるが,62年 度は61年 度に比べ情報 の地域間格差がわず

か なが ら縮小 し,情 報の地域 間格差の拡大 に歯止めがかか った感がある

ことがあげ られ る。

第二に,情 報 の地域間格差を メデ ィア別 にみ ると,移 動電話,デ ータ

通 信等の通信系 メデ ィアを通 じて供給 され る情報の地域間格差が引き続
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第1-3-20表 地域別情報流通センサス調査対象 メデ ィア

(単位:%)

メア イア グル ー プ メ デ ィ ア 名
62年 度供給情報量上 位3

地域占有率

電

気

通

信

系

通

信

系

☆① 電話 29.7(29.1)

☆② 移動電話 59.8(59.8)

☆③ 電報 35,8(35.3)

☆④ 公衆データ通信 55。1(54,5)

☆ ⑤ フ ァ ク シ ミリ 40,5(39.9)

☆⑥ 符号伝送 35,5(35.5)

☆⑦ 専用 データ通信 57.8(57.8)

放

送

系

⑧ 有線 ラジオ放送 29.4(29,9)

⑨ 有線 テ レビジ 。ン放送 39.7(40.0)

⑩ ラジオ放送 32.8(33.1)

⑪ テ レビ ジ ョ ン放 送 30.O(30.5)

輸

送

系

郵 便

☆⑫ はが き 37.1(36.8)

☆⑬ 手紙 49.3(48.7)

☆⑭ 電子郵便 32.0(35.5)

印 刷

⑮ 新聞 28.4(28.4)

⑯ 書籍 32.4(32.3)

⑰ 雑誌 40.4(39.5)

記 録
⑬ ビデ オ ・ソ フ ト 30.9(30.9)

⑲ コ ン ピ ュ ー タ ・ソ フ ト 55.1(54.5)

空間系 隊 賞1⑳ 映画 25.1(25.1)

(注)1.☆ 印 は パ ー ソナル ・メデ ィア,無 印は マ ス ・メデ ィアで あ る。

2.()内 は61年 度 の 占有 率 で あ る。



き拡大傾向にあることがあげられる。

(2)供 給情報量

ア 総供給情報量
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62年 度の地域別総供給情報量は第1-3-21図 の とお りであ る。

62年 度の総供給情報量 の上位3地 域は,東 京,神 奈川及び大阪であっ

た。 上位3地 域 の全 国に占め る割合 は,東 京が14.6%(61年 度は14.8

%),神 奈川が8.5%(同8.7%),大 阪が8.3%(同8.4%)で3地 域合わ

せて31.4%(同31.9%)で あった。60年 度までは大 阪が第2位 であった

が,61年 度以降第3位 にな り大阪の相対的地位の低下がみ られ る。

62年 度の東京圏(東 京,神 奈川,埼 玉及び千葉),大 阪圏(大 阪,兵

庫及び京都)及 び名古屋圏(愛 知及び三重)の 三大都市圏の全 国に 占め

る割合 をみ ると,東 京圏が34.9%(61年 度は35.3%),大 阪圏が15.6%

第1-3-21図62年 度地域別総供給情報量
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第1-3-22図 総供給情報量における三大都市圏の 占有率の推移
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東京圏 大阪圏1 その他一

〇50 100%

(同15.5%),名 古屋 圏が7.0%(同7.1%)と 大 阪圏を除 いていずれ も

前年度 よ りも占有率が低下 し頭 打ちの傾 向がみ られ る。 しか し,東 京 圏

では全国の3分 の1以 上 と人 口の全国に 占め る割 合(62年 度で25.3%)

以上に集中 してお り,依 然 として情報 の集中が著 しい ことが分か る(第

1-3-22図 参照)。

地域別供 給情報量の地域間格 差を変動係数(標 準偏差/平 均値)の 推

移でみ ると,50年 度は1.35で あ った ものが徐 々に低下 し,58年 度に1.22



第1-3-23図
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地域別供給情報量の変動係数の推移
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と最 も低 くな り,そ れ以降,拡 大の傾 向にある。62年 度は1.29と61年 度

に比べ0.02低 くなってい るが,依 然 として地域間格差は大 きい ことが分

かる(第1-3-23図 参照)。

イ ー人当た り総供給情報量

62年 度 の地域別一人 当た り総供給情報量 は,第1-3-24図 の とお り

であ る。

62年 度の地域別一人当た り総 供給情報量 の上位3地 域は,東 京,神 奈
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第1-3-24図62年 度地域別一人当た リ総供給情報量
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川及び埼玉 である。 このほかにも,千 葉(4位),群 馬(5位),栃 木

(7位)と 関東の各地域が上位に入 ってお り,東 京の周辺部 での一人 当

た り供給情報量 が多 くな ってい る。 これは,情 報 の東京集 中が東京 の周

辺部へ と波及 しているため と考 えられ る。

地域別一人当た り総供給情報量 の変動係数は,50年 度 の0.33か ら62年

度 の0.34へ と大 きな変化は ない。 また,総 供給 情報量 の変動 係数 と比較

す ると約4分 の1と 低 くなってい る(第1-3-23図 参照)。

ウ メデ ィア グループ別供給情報量

調査対象 メデ ィアを,通 信系,放 送系,輸 送系 に分け て供給 情報量 を

分 析す る。

(通 信系供給情報量)

62年 度 の通信系供給情報量 の上位3地 域は,東 京,大 阪及 び神奈川 で
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あ った。上位3地 域 の全国に占め る 割 合 は,東 京が30.6%(61年 度は

30.2%),大 阪が14.0%(同13.9%),神 奈川 が4.7%(同4.8%)で あっ

た。東京及び大阪 の2地 域で44.6%と 全国のほぼ半分を占めてお り,総

供 給情報量 の場合 と比較す る と,東 京は2.1倍,大 阪は1.7倍 と高い割

合 とな っている。

62年 度の三大都市圏 の全国に占め る割合 を み る と,東 京圏が41.1%

(61年 度は40。9%),大 阪圏が18。6%(同18.6%),名 古屋圏が5.4%(同

5.4%)で あ り,東 京圏 の占有率がわずかではあるが上昇 している。

また,変 動係数の推移をみ ると,50年 度の1.73か ら62年 度は2.24へ と

急速に大 き くな ってお り,地 域間格差が広がってい ることが分か る(第

1-3-25図 参照)。

このことは,電 話,デ ータ通信等を通 じて供給 され る個別情報 の地域

間格差が広が っていることを示す ものであ る。

(放送系供給情報量)

62年 度の放送系供給情報量の上位3地 域は,東 京,神 奈 川及び大阪で

あ った。 上位3地 域の全 国に占め る割合は,東 京が14.6%(61年 度は

14.8%),神 奈川が8.5%(同8.7%),大 阪が8.3%(同8.4%)で あ り,

総供給情報量の場 合 と同じであ った。

変動係数は58年 度の1.22か ら62年 度の1.29へ と拡大の傾 向にあ る(第

1-3-25図 参照)。

これは,総 供 給情報量に占める放送系供給情報量の割合が99.6%と 高

いためである。

(輸送系供給情報量)

62年 度 の輸送系供給情報量 の上位3地 域 は,東 京,大 阪及び神奈川で

あ った。 上位3地 域 の全国に占める割合は,東 京が16.5%(61年 度は

16.4%),大 阪が8.8%(同8.8%),神 奈川が6.5%(同6・4%)で あ っ



一86一 第1章 昭和63年 通信 の現況

第1-3-25図 メデ ィァグループ別供給情報量の変動係数 の推移
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た。

変動 係数 でみ る と,50年 度 の1.39か ら62年 度 の1.29ま で小 さ くな って

お り地 域間格差は縮 小 している(第1-3-25図 参照)。

これは,輸 送系供給情報量 の69.1%を 占める新聞 の地方 での発行部数

の増加等 が寄与 しているためである。

(3)消 費惰 報量

一
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ア 総消費情報量

62年 度 の地域別総消費情報量 は第1-3-26図 の とお りであ る。

62年 度 の総 消費情報量 の上位3地 域は,東 京,大 阪 及 び 神奈川 であ

る。上位3地 域 の全国に占める割合は,東 京 が9.8%(61年 度は9.8%),

大阪が6.9%(同6.9%),神 奈川が6.1%(同6.1%)と なってお り,変

動 はほ とん どない。上位3地 域へ の集中度は,総 供給情報量 におけるそ

れ よ りも低 くな っている。

変動係数の推移 をみ ても,50年 度 の0.89か ら62年 度 の0.91と 徐 々に大

きくなってい るがほ とん ど変化はない。

地域別一人当た り総消費情報量 の変動係数 は,50年 度 か ら62年 度 にか

けて0.10で 変化がな く,ま た,変 動係数 自体 も極め て小 さ く,地 域間格

差は余 りない ことが分か る。

第1-3-26図62年 度地域別総消費情報量
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イ メデ ィア グループ別消費情報量

調査 対象 メデ ィアを,通 信系,放 送系,輸 送系 に分 けて消費情報量 を

分析す る。

通信系消費情報量 については,供 給情報量=消 費情報量 であるので供

給情報量 の分析 と一 致 している。

62年 度の放送系消費情報量 の上位3地 域は,東 京,大 阪及び神奈川で

あ った。上位3地 域 の全国に 占め る割合 は,東 京が9.5%(61年 度は9・5

%),大 阪が6.7%(同6.8%),神 奈川 が6.1%(同6.1%)で あった。

放送系消費情報量 の変動係数は,50年 度 の0.88か ら62年 度 の0.90と ほ

とん ど変化は ない(第1-3-27図 参 照)。

62年 度 の輸送系消費情報量 の上位3地 域は東京,大 阪及 び神奈 川であ

った。上位3地 域の全国に占める割合 は,東 京が11.7%(61年 度 は11.6

第1-3-27図 メデ ィアゲループ別消費情報量の変動係数の推移
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%),大 阪が8.2%(同8.3%),神 奈川が6.2%(同6.1%)で あった。

輸送系消費情報量 の変動 係数 の推移をみ ると,50年 度 の1.00か ら62年

度 の1・03へ とわずかなが ら大 きくなってい る(第1-3-27図 参照)。

5国 際情報流通 の動向

国際情 報流通 は,「 情報流通 セ ソサ ス」 の計量手法 に 基づ き,国 際郵

便物数,国 際電話取扱数,国 際 テ レックス取扱数,国 際電報通数及び国

際 テ レビジ ョン伝送時間の送受信量 か ら我が国 の国際情報流通状況 を把

握す るものであ る。

62年 度 におけ る送 受信状況 については,送 信量2.20×10nワ ー ド(対

前年度比5.6%増),受 信量2.81×1011ワ ー ド(同12,3%増)で あ り,総

第1-3-28図 国際情報流通の推移
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受 信量 の うち送信が439%,受 信が56.1%を 占め,'昨 年に比べやや入超

となってい る。 また,52年 度か ら62年 度 までの送受信量 の推 移 を み る

と,我 が国の国際化の進展に合わせて送受信量 とも増加 してお り・送信

量 が1.4倍,受 信量が1.5倍,送 受信量全体で1.4倍 となって いる(第

1-3-28図 参照)。

これ を国際郵便,国 際電気通信等 のパ ーソナルな通信 メデ ィア及び国

際 テ レピジ ョソ伝送 のマス系 メデ ィアの別にみ ると,パ ー ソナル な通信

メデ ィアにつ いては52年 度か ら62年 度 まで送 受信は ほぼ均衡 し て い る

が,57年 度 を境 に受信が増加傾 向にあ り,62年 度 では受信 が56.0%と な

ってい る。一方,マ ス系通信 メデ ィアは各年度 とも受信が送受信量の大

半 を占め,62年 度については受信が95.7%で あ り,大 幅な入超 となって

いる(第1-3-29図 参照)。

52年 度か ら62年 度 までのパー ソナルな通信 メデ ィア及 びマス系 通信 メ

デ ィアの送受信量 の推移は第1-3-30図 の とお りである。

第1-3-29図 パー ソナルな通信メデ ィア及び マス系通信 メデ ィアの送 受信比率の推移
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パーソナルな通信 メデ ィア及びマス系通信メデ ィアの送受信 量の推移
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パー ソナルな通 信 メデ ィアにつ いては,送 信 ・受信 ともほぼ等 しい割

合 で増加 しているが,マ ス系 メデ ィアについては,受 信が約51.2倍 と一

方的 な流れ となってい る。 これは我が国 の国際化が進展す るにつれて,

国内テ レビジ ョン放送においての海外情報に対す る需要が年 々高 まって

い るため と考 え られ る。マス系 メデ ィア等 を通 じた海外への情報発信は

諸外 国 との相互理解 を深める上 で,大 きな影響力を持 ってい る こ と か

ら,今 後我が国も,海 外への情報発信量 を増大 させ る必要がある といえ

よう。

パー ソナルな通信 メデ ィアの52年 度か ら62年 度までの送 受信の メデ ィ

ア別 内訳は第1-3-31図 の とお りである。

国際電話は52年 度 においては送信情報量 の3.9%,受 信情報量 の3.0%

にす ぎなか ったが,62年 度にはそれぞれ22.9%,18.3%と 大幅に増加 し

てい る。逆 に52年 度の送信情報量 の92・9%,受 信情報量 の94・2%を 占め
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第1-3-31図 パー ソナルな通信 メデ ィアの送 受信内訳 の推移
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て いた国際郵便は,62年 度 はそれぞれ74.8%,78.9%と 減少 している。

このよ うに,国 際情報 流通 の面か らも,国 際通信の利用 メデ ィアの多様

化が うかがえる。



第4節 通信政策 の動向 一93一

第4節 通信政策の動向

我が国 の社会経済 の発展 とともに,通 信を取 り巻 く社会的 な環境,利

用者 ニーズも変化 しつつ ある。 これ らの諸条件 の変化に対 しては,今 後

一層 ,的 確iな政策が必要 である。

ここでは,63年 か ら平成元年にかけての,通 信政策の主要 な動 きを紹

介す る。

1電 気通信 の一層の発展のために

(1)90年 代の政策 ビジ ョンの策定に向けて

我が国の社会 の情報化は,今 後,加 速度的に進展す ること が 予 想 さ

れ,こ の情報化 の進 展に対 しては,長 期的な視野 に立 った政策的対応 が

必要であ る。

郵政省 では,1990年 代 におけ る通信政策 ビジ ョンの策定 に 資 す る た

め,郵 政 大臣の懇談会 として,63年11月 に 「通 信政策懇談会」の第1回

会合を開催 した。

同懇談会 は,90年 代における経済社会 の変化の方 向を展 望 し,こ れ ら

の変化に適切 に対応 し得 る情報通信政策 の課題を明 らかにす る と と も

に,真 に豊 かな情報社会の形成 に資す ることを 目的 としてい る。

同懇談会 では,

①90年 代 におけ る情報化 の展望

②90年 代における情報通 信 メデ ィアと情報通信機能 の在 り方

③90年 代における情報通信政策 の在 り方

にっ いて,国 際社会,産 業経済,地 域社会,国 民生活 の4つ の視点か ら

検討 が行われ,平 成2年3月 を 目途 として,報 告が提 出され る予定 であ

る。
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(2)大 深度 地下 におけ る通信施設の整備

大都市 におけ る都市機能 の充実を図るためには,電 気通信施設,郵 便

施設等 の情報通信基盤 の整備が重要 である。 このため,大 都市 にお いて

は,情 報化 の進展に伴 い,大 量 の通 信ケーブルを収容 できる,道 路下 の

と う道(地 下30m創50m)を 利用 した通信 ケーブル網 の整備 が積極的 に

行われている。

しか し,近 年,都 市における地下利用 の増加に よ り(第1-4-1図

参照),土 地所有者等に よる利用がほ とん ど想定 され ない 大深度地下を

利用 した情報通信基盤の整備が必要 とな っている。

また,大 深度地下 の利用 は,CATVヶ 一ブルの 地 中化 や,郵 便輸送

の地下利用 に対 して も,新 たな道を開 くもの と考え られ る。

このため郵政省では,「 大深度地下利用研究会」 を開催 し,地 下 利用

第1-4-1図 道路下の輻鞍状況の例
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の問題点,通 信 ケーブル,CATVケ ーブル,郵 便輸送施設等 の大深度

地下を利用 した情報通信基盤 に関す る技術面,制 度面,経 済性 の検討 を

行 ってきたが,63年12月 に報告書が提 出された。

報告書 では,① 大深度地下 の利用に関す る法制度 の創設,② 大深度地

下 の利用 のための技術開発 の推進,③ 大深度地下におけ る防災対策 の確

立 等があげ られている。

郵政省 では,こ れ らの検討 を踏 まえ,今 後,一 層効率的な情 報通信基

盤 の整備 を推進す ることとしている。

(3)基 幹通信網の長期展望の策定

社会の急速 な発展に伴い,多 様な情報通信サー ビスの基盤 とな る基幹

通信網の高度化に対す る要望が各方面 で大 きく高 ま りつつある。

この よ うな中で,電 気通信審議会は,63年11月,今 後10年 間の通信量

の急増,ネ ットワークのデ ィジタル化 の進展等を踏 まえて,基 幹通信網

の長期展望について答 申を行 った。

そ の概要は,① メデ ィアの特性を活か した最適利用,② 基幹通信網構

築面における競争基盤整備,③ 基幹通信網高度化の促進,④ 安全性 ・信

頼性確保のための多層的,多 元的通信網整備,⑤ マイクロ波帯 の有効利

用,⑥ 地域振興 のための基幹通信網の整備促進,⑦ 国際化へ の対処,⑧

基幹通信網構築に関す る諸制度の再検討 の8点 であった。

郵政省 としては,こ の趣 旨を踏 まえつつ今後の政策展開を図ってい く

こととしている。

(4)通 信網のデ ィジタル化の推進

通信網のデ ィジタル化に関 しては,ISDNサ ービス等の新 サー ビスの

提供,新 事業 者 との相互接続 のためのID機 能の充実及び アナ ログ伝送

に比べ,高 い通話品質が維持で きるな どの回線品質の向上の観点か ら,

デ ィジタル化の推進が望 まれ てい る。
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NTTの 通信網 のデ ィジタル化の進捗状況をみ ると,加 入者線交換機

の端子数では62年 度末の14.7%か ら63年 度末 には24.6%へ と9・9ポ イ ソ

ト増加す る見込みであ る。 また,市 外電話回線では62年 度末 の50・0%か

ら63年 度末には58.0%へ と8.0ポ イ ン ト増加す る見込みであ る。

高度情報社会 のイ ンフラス トラクチ ャとしてのデ ィジタル通 信網 を早

期に構築す るため,さ らに,積 極的にデ ィジタル化を推進 してい く必要

が ある。

2地 域情報化政策の展開

(1)新 しい時代 における地方政策の在 り方

電気通信行政及び郵政事業 の運 営につ いては,地 域社会 との密接 なか

かわ りを確保す ることが重要 であ る。

そ こで,郵 政省 では,郵 政大臣の懇談会 と し て,「 郵 政省の地方政 策

に関す る懇談会」 を開催 し,郵 政省が地域社会及 び地方公共 団体 と,ど

の ように連携 を強化 してい くべ きかについて研究 し,地 域の ニーズを十

分に踏 まえつつ,地 方の発展 に資す る郵政行政の在 り方 と,取 るべ き施

策 につ いて検討を行 って きたが,平 成元年2月 に報告書 が提 出され た。

報告書 では,郵 政省が早急に実施すべ き重要 な施策 と して,

① 広域情報圏 の形成 と情報機能の地方分散

② 情報拠点 としての郵便局ネ ッ トワー クの創生

があげ らている。

(2)情 報通信基盤開発構想 の推進

地域 の情報通信基盤は,経 済機能,通 信機能等 の諸機能 の地方分散や

地域 の発展を促す戦略的 ・先行的基盤の一 つであ り,そ の整備は多極分

散型国土の形成 の上か らも極 めて重要であ る。

地域における情報通信基盤 の整備については,テ レ トピア計画や民活

法整備事業等 に よ り既に推進 されてい るが,地 域情報化 の進 展 に 合 わ
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せ,こ れからは光ファイバー網やテレポー ト等の高度な通信 施 設 の建

設,衛 星通信やマイクロ波通信等を用いた地域間通信 システムの構築等

の,高 度な情報通信基盤の整備 も必要である。

郵政省は,地 域における,こ のような高度な情報通信基盤の整備を行

う,「情報通信基盤開発構想」を推進することとした(第1-4-2図 参

照)。

これを受け,63年10月,民 間企業,地 方公共団体,学 識経験者等によ

り 「情報通信基盤開発推進協議会」が開催された。

同協議会は,平 成元年6月 に報告を提出し,地 域開発 プロジェクトに

対 して情報通信拠点についての整備計画を提案していく予定である。

3電 気通信振興のための環境整備

(1)平 成元年度税制改正

平成元年度の税制改正の概要は,以 下のとお りである。

(電気通信事業等の振興のための措置)

① 第一種電気通信事業者が既成市街地内等に電気通信回線設備を設置

する場合,そ の用地 として昭和64年1月1日 から平成元年12月31日 まで

の間に譲渡された土地にかかわる譲渡所得の,特 別控除限度額 の引上げ

(3,000万円→5,000万 円)

② 中小企業等基盤強化税制(63年 度税制改正で,対 象業種にCATV

業を追加)の2年 延長

(通信機器関係の普及のための措置)

① 中小企業新技術体化投資促進税制(メ カ トロ税制)の 対象に移動無

線局位置指示装置を追加

② 経済社会エネルギー基盤強化税制の対象にパケット交換機を追加

(地域の情報化促進のための措置)

① 民活税制の適用要件のうち,床 面積要件を建物全体の床面積の2分
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の1以 上か ら法人 の所 有す る部分の床面積 の4分 の1以 上 に緩和

② 民活法特定施設 として 「特定電気通信基盤施設 と一体的 に設置 する

インテ リジェソ トビル」を追 加

(通信基盤研究 開発 の促進のための措置)

基盤技術研究開発促進税制(ハ イテ ク税制)の 対象に,マ イ クロ波位

相雑音測定装置 を追 加

(2)平 成元年度電気通信関連財政投融資

平成元 年度 の電気 通信に関連す る財政投融資につ いては,ハ イ ビジ ョ

ン ・システム地域整備事業,放 送番組普及セ ンター施設整備 事 業 及 び

CATV共 同番組セ ンター等が新たに 日本開発銀行等か らの 出融資 の 対

象 となった。

(3)地 域 におけ る社会資本 としての惰報通信基盤の整備

地方公共団体 の出資又は拠 出にかかわ る法人に対 して行われる 日本開

発銀行等か らの無利子融資 の対象 として,新 た に以下 のものが加え られ

た。

① ハイ ビジ ョソ ・システ ム地域整備事業

② テ レ トピア指定地域における放送番組普及 センター施設整備事業

③ 民活法対象事業 として,特 定電気通信基盤施設 と一体的 に整備 され

る特定高度情報化建築物(イ ンテ リジ ェン トビル)整 備事業

(4)ハ イビジ ョンの普及促進 のための基盤整備

ハイ ビジ ョソの普 及促進 のために,通 信 ・放送衛星機構 が行 う衛星所

有業務に対す る産業投資特別会計 の出資20億 円が認 め られた。

(5)基 盤技術研究促進 センターの出融資

基盤技術研究促進セ ンターは,民 間活 力を最大限 に活用 して民間にお

いて行われ る基盤技術 に関す る試験研究 を推進す るための機関 であ り,

民間が行 う試験研究 に必要 な資金を供給 するために出資事業や融資事業
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第1-4-3表 基盤技術研究促 進センターか ら出資を受 けた研 究開発会社の例

(テレ トピアを含む)(単 位:百 万 円)

テ ー マ 名

衛星通信高度利用技

術の試験研究

高度ハイ ビジ ョン画

像生成伝送表示 シス

テムに関する試験研

究

地域商業振興情報 シ

ステ ムの研究開発

(姫路市)

昭和63年 度
セ ン タ ー

出 資 額

77

258

15

会社名

㈱衛星通信

システム技

術研究所

㈱高度映像

技術研究所

㈱ 姫 路 メデ

ィア ネ ヅ ト

ワー ク

概 要

衛星通信の高度利用を実現す るた

め,異 速度情報に対する衛星回線の最

適制御技術,同 報通信における高信頼

通信制御技術,移 動体通信における瞬

断対応技術等の衛星通信高度利用シス

テム技術の試験研究

次世代映像 メデ ィアであ るハ イビジ

ョンの普及促進に必要な高度ハ イビジ

ョン画像生成伝送表示 シス テムを構築

す るため の基盤技術を確立す るため,

高度 ハイ ビジ ョン画像生成技術,画 像

伝送技術,液 晶投射型表示技術及び画

像評 価技術 の試験研究

姫路地域 の商業 の活性化を 目的 とし

た地域 キ ャプテンシス テムと多機能 カ

ー ドシステムとを結合 した ビジネスユ

ースシステムを構築す るため
,カ ー ド

処理機能付キ ャプテン端末及びキ ャブ

テ ンシステム上 で のビジネス ユース用

カー ド処理機能等の試験研究

を行 うほか,国 立試験研究機関 と民間 とが行 う共 同研究 のあ っせ ん,海

外 の研究者の招へ い,そ の他民間 において行 われる基盤技術 に関す る試

験研究 を促進す るために必要な業務 を行 ってい る。

63年 度 における新規採択 案件 に対す る出資 は,8件7億 円 と決定 され

た 。

この うち,電 気通信関係の新規採択案件は,衛 星通信高度利用技術の

試験研究,高 度ハイビジョン画像生成伝送表示 システムに関する試験研

究の各試験研究2件 のほか,1件 のテ レトピア推進法人の試験研究3件
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3億5千 万 円 と報道発表された(第1-4-3表 参照)。

また,基 盤技術 の試験研究を行 う企業等に対す る新規採択案件の融資

は,22件5億 円で,電 気通信関 係の新規融資案件は,10件2億5千 万 円

と報道 された。

4電 波利用の促進

(1)海 洋通信の長期構想 の策定

海洋 におけ る諸活動 にお いて,通 信は,船 舶 の運航,漁 業,海 運等諸

事業 の運営,海 難救助等 に大 きな役割 を果た してお り,海 洋 の開発 と利

用 の進展 に伴い通信に対す るニー ズは一層高度化 ・多様化 するこ とが見

込 まれている。

この ような中で,電 気通信審議会 は,63年7月,短 波 とモール ス無線

電信に よる通信方式 か ら衛星通信,デ ィジタル通信技術等 の新 しい通 信

技術を利用 した遭難安全通信 システ ムへ の転換につ いての国際的 な動向

等 を踏 まえ,海 洋 の開発 と利用 の進展 に資す るため,西 暦2000年 に向け

ての海洋通信の基本 的方 向と政策課題等を内容 とす る 「海洋通信の長期

構想」について答 申を行 った。

その概要は,① 全世界的 な海上遭難安全 システム(GMDSS)の 円滑な

国内導入,② 小型船舶への無線利用 の促進,③ 我が国独 自の移動体衛星

システ ムの導入,④ 通信 ・測位衛星 システムの検討,等 であ った。

(2)移 動通信に関する長期 ビジ ョンの策定

社会 ・経済活動 の高度化,多 様化,広 域化等 に伴い,陸 上移動通信 の

ニーズは加速度的 に増大 してお り,移 動通信系 において,新 たな体系化

を図 りつ つ,ISDN,家 庭 ・個人 レベルの通信網 の拡大等 を進め る こ と

が喫緊の重要課題 とな っている。 このため,郵 政省では,63年3月 か ら

「移動通 信に関す る長期 ビジ ョン懇談会」 を開催 し,21世 紀を展望 しつ

っ,今 後10年 程度 を見通 した移動通信に関す る中 ・長期 ビジ ョンを検討
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す るこ ととしている。

(3)防 災行政に関する情報通信ネ ッ トワー ク

防災行政に関す る情報 通信ネ ッ トワークは,45年 に 防 災行 政無線 が

制度化 され,地 方公共 団体に対す る普及,整 備促進が 図られ て きてい

る。

63年1月 には,災 害時に設置 され る災害対策本部で,学 校,病 院・電

気,ガ ス等の生活関連機関 と消防,警 察等の防災関係機関 とが情報を相

互 に交換で きる地域防災無線 システムが制度化 され,63年 度に,大 分県

荻町,静 岡県浜松市及び三島市 に同 システムが導入 された。

また,近 年,よ り機能的,機 動性及び耐災害性に優れた 高機能 の情報

通信 システムの拡充,新 電気通信事業者 の衛星通信回線 の利用等 の要望

が強 くなってい る。 そ こで,63年10月 か ら 「防災行 政に関す る情報通信

ネ ットワー ク調査研 究会」を開催 し,高 度な防災行政に関す る情報通信

ネ ッ トワー クの在 り方 について検討 している。

(4)新 しい航空航 行援助 システム

1987年3月 に開催 されたICAO(国 際民間航空機関)の 理事会 で,①

現行のILS(計 器着陸方式)よ り更 に高精度で広範 囲において,多 様 な

進入,着 陸 を可能 とす るMLS(マ イ クロ波着 陸方式)が 取 りまとめ ら

れ(第1-4-4図 参照),又 ② 飛行中 の航 空機 を レー ダーで捕捉 する

SSR(二 次監視 レーダー)の 監視機能 の向上及びデ ータ リン ク機能 を付

加 したSSRモ ー ドSの 方式が取 りまとめ られ,そ れ ぞれ 国際標 準及 び

勧 告の改正が採択 された。

これを受けて,63年7月 に電気 通信技術審議会か ら,ま た,同 年11月

電波 監理審議会か ら,技 術的条件及び関 係省令 の改正 につ いての答 申が

あ り,64年1月 に改正省令が施行 された。
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ILS及 び]MLS地 上施設概念図
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(5)航 空無線デー タ通信の導入

航空輸送の迅速化,効 率化及び安全性 向上に とって,機 上 の クル ーと

地上 の事 務所等 との間で行われ る運航管理通信の果 たす役割は大 きい。

現在,運 航管理通信はVHF(超 短波)又 はHF(短 波)に よる無線電

話 で行 っているが,よ り一層 の迅 速化,効 率化及び安全性の向上を図 る

ため,無 線通信 によって機上 のデータ端末 と地上 の コンピュータ とを結

んで気象情報,離 着陸情報,エ ンジンデータ情報等 を交換す る航空無線

データ通信 システムの導入 が必要 となってきている(第1-4-5図 参

照)。

郵政 省では,我 が国に 航空無線 データ 通信 システムの導 入を 図 るた
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第1-4-5図 航空無線データ通信 システム概念図

/＼ 《

解マ
遠隔対空通信局

(VHF)

。_騨 ∠瀞 鉢
航空会社等

専用線 データ端末

謹 空港

め,検 討を進 め,63年10月 に電気通信技 術審議会か らそ の技術的条件に

つ いての答 申を受けた。 また,平 成元年1月 に本 システム導入のための

関係省令 の改正 につ いて電波監理審議会に諮 問 した。

(6)新 しい空港無線電話通信 システム

空港 内では乗客,貨 物等 の輸送業務,航 空機 の整備員,乗 客 の誘 導員

及び警備員 と事務所 等 との連絡等 に様 々な無線通信が用 いられて いる。

また,航 空輸送 の増大及 び高度化に伴 い,空 港 におけ る無線通信 の利

用は一層活発 になってお り,今 後更に増大するもの と予測 され る。

郵政省は,こ の ような需要 に対応 し,円 滑 な通信 を確保す るため,マ

ルチチ ャソネルア クセス方式 を用 いた周波数利用効率 の高 い新 しい空港

無線電 話通信 システ ムの導入を検討 し,63年10月,電 気通信技術審議会

か らその技 術的条件についての答申を受けた。 また,平 成元年1月 に本

システ ム導入 のため の関係省令 の改正について電波監理審議会に諮 問 し
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た。

これに よ り,成 田空港 においては,平 成2年 度か ら,漸 次,新 方式に

よるサ ービスが導入 されてい く予定であ る。

5放 送政策の新たな展開

(1)新 しいテ レビジ ョン方式の普及に向けて

ア ハイ ビジ ョンの推進

ハイ ビジ ョンは従来のテ レビに比べ,テ レビ画面 の縦横比を3:4か

ら9:16に,走 査線数を525本 か ら1,125本 に,音 声をアナ 百グ方式か

らデ ィジタル方式にす る ことに よ り,広 い画面で鮮 明な映像 と高品質な

音声が得 られ るテ レビジ ョン方式である(第1-4-6表 参照)。

ハイ ビジ ョン放送は,平 成2年 打上げ予定のBS-3に よ り実用化 さ

れ る予定であ り,平 成3年 打上げ予定のBS-3bで は,ハ イ ビジ ョン

専用のチ ャンネル として1チ ャンネルを確保する予定であ る。 ハイビジ

ョンの普及に向けて,次 のよ うな取組みが進め られ てい る。

(ハイ ビジ ョン ・シテ ィ構想の推進)

ハイ ビジ ョン ・シテ ィ構想は,21世 紀 に向けて,都 市 の生活空間 に高

第1-4-6表 ハ イビジ ョンとク リアビジ ョンの比較

ハ イ ビジ ョン ク リア ビ ジ 訂ン(第 一 世 代)

特 徴 全 く新 しい次世代のテ レビ

高画質,高 音質

既存 テ レビと両立性あ り

高画質

走査線 1,125本 525本

縦横比

主な用途

既存放送との両立性

9:16 3:4

衛 星放 送,地 上 系SHF.

ビデ オ シア タ ー

両立性な し

アダプタが必要

地上VHF.UHFの テ レビ

放送等

両立性あ り

既存 テ レビで受信 可能
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第1-4-7表 ハイビジ ョン ・シテ ィのモデル都市

モデル都市(13地 域)整 備 促進都市(4地 域)

都道府県 地 域 都道府県 地 域

東 北i山 形 陣 岡 北 海 道 ーー釧 路

神 奈 川 厚関 東

千 葉 千

木

葉

東 海 愛静
知 名 古 屋

岡 清水+静 岡

関 東

占

東 尽 八 王 子

茨 城 結 城

九 州 長 崎 諫 早

近 畿 大京
阪 堺

都 京 都

広

島

山

国中

広

松

山

島

根

口

島

江

口

九 州

長 崎

福 岡

大 分

佐 世 保

北 九 州

大 分

度映像 メデ ィアを先行的 に導入す ることに よ り,地 域 の特性 を活 か しな

が ら,活 気 と潤 いに溢 れた先端都市を構築す るものであ る。

郵政省 では,本 構想を 推進 す るため,63年2月 よ り 「高度映像都市

(ハイ ビジ ョン・シテ ィ)構 想懇談会」 を開催 し,ハ イ ビジ ョン ・シテ ィ

構想の理念,ハ イ ビジ ョン ・シテ ィのイ メージ,モ デル都市 の選定方法

及びその在 り方,構 想の推進方策,基 盤整備 のため の課題等 について検

討を行 った。

そ して,こ の検討 を受け,ハ イ ビジ ョソの全国的 な普及 の整備 を行 う

た めの拠点 と して,平 成元年3月,全 国13の 地域 をモデル都 市 として指

定 した(第1-4-7表 参照)。 これ らの都市 においては,平 成元年度以

降,無 利子融 資や財政投融 資及び税制面で の優遇措置 を通 じ,ハ イ ビジ

ジ ョソの導入が進め られ る予定で ある。



現 行の テ レビジ ョン方 式 とハイ ビジ ョンの画 面の 比較

隔

暫

'ξ.榊 ・

現 行の テ レ ビジ ョン方 式

ら ロ

『
一 。、

'τ の9

'9

ア

噸
,

8

、
〉

.論

Jo

「

瓢

.

濯
_ユ

1

驚

.」

ご

亀

r

噂

痴

》

ハ イ ビ ジ ョン

卜
蔓

.
聾

雫

亀

曜

●

、

,∴ 鱗
べ 乳ヂ

レ,

蓼r

■

1'講

亀

窺£
爵㌃毒;層.

■,り 」・

、ズ
つ 魯

.

..鶏 愁 う
・麟'

鹿=.選 潮醜

つ ダ"㍉ ＼

`

ゾ

伝▲

伊圏驚 「

講 漆:
饗

・」へ

〕 ド
.口駆r

.、＼ 轟 ∴
潭



現行 の テ レ ビジ ョン方 式 とク リァ ビジ ョンの画 面の 比較

現 行の テ レ ビジ ョン方式

野

匡

浮

ゲ
、
露

ノ

「▼

N
い

」喪

か野

い
t
.〃

ノ ノ

ク リア ビジ ョン(第 一世代)

`

」♂ 直
昼

㌔

饗 嗣 艮.
をゆ

?訟
.1

槻 ぐ 』
ら 、

F

ヤ 争
,4

P



第4節 通信政策の動向 一107-

(ハ イ ビジ ョソ放送の実験放送の実施)

郵政省 では,ハ イ ビジ ョン ・シテ ィ構想に よ りその普及推進策を進め

る とともに,テ レコム旬間や 「ハイ ビジ ョンウ ィー ク1(11月25日 を含

む1週 間)に ハイ ビジ ョン放送 のデモ ンス トレー ションを行 うことに よ

り,国 民のハイ ビジ ョンに対す る理解の促進を図ってい る。

63年9月 か ら ユ0月 には,郵 政省,放 送事業者,メ ーカー 等か らなる

「ハイビジ ョン推進協議会」 が中心 とな って,全 国81の 会場 に208台 の

ハイビジ ョン受像機を設置 し,ソ ウルオ リンピックの模様 を中継 した。

期間中,372万 人 がハイ ビジ ョンを視聴 し,ハ イ ビジ ョンに対す る 理解

の促進に効果 をあげた。

イ ク リァ ビジ ョン(EDTV)放 送 の開始

ク リァ ビジ ョンは,現 行 テ レビジ ョン方式の放送 局側及び テ レビジ ョ

ン受信機側 の双方で改良を加 えることに よ り,画 質 の改善を図る新 しい

テ レビジ ョン方式である。

ク リア ビジ ョンは,62年9月 か ら電気通信技術審議会において検討が

行われてお り,そ の開発は,第 一世代及び第二世代 の段階 に分けて進 め

られてい る。平成元年3月 に,ゴ ース ト除去及び画質改善技術 を組み合

わせ る方式を第一世代 として,同 審議会か ら一部答 申された。 この第一

世代については,平 成元年秋頃に放送 が開始 され る予定であ る。

第二世代については海外 の動 向を踏 まえつつ,画 面の ワイ ド化や音声

の高音質化,一 層の高画質化等を検討す る予定である。

また,郵 政 省では ク リァ ビジ ョンの導入を円滑に進めるため,63年12

月か ら放送事業者,メ ーカー等 らの構成に よる 「クリア ビジ ョン普及促

進協議会」を開催 し,ク リァ ビジ ョンの普及促進活動,需 要動向の調査

等の活 動を進めてい る。
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(2)通 信 と放送 の境界領域的サー ビスの在 リ方の検討

平成元年に相次いで打 ち上げ られ る2つ の民間通信衛星 を利用 し,多

様 なサ ー ビスの提供 の準備が進 め られ てい るが,そ れ らのサ ー ビスの中

には,不 特定多数 に対 して同時に,直 接受信 させ ることを 目的 とす るサ

ー ビスもあ り,従 来の放 送 と同様 のサ ー ビス も含 まれ ている。

このため,郵 政省 では,63年8月 よ り開催 した 「通信 と放送 の境界領

域的サ ービスに関す る研究会」において,通 信衛星を利用 した境界領域

的サー ビスへ の対応の在 り方について先行的に検討を進め,平 成元年2

月に中間報告が提 出され た。

中間報告 では,通 信衛 星を利用 した各種 のサー ビスは,既 存の通信 ・

放送秩序 との調和を考 慮 し,通 信 と放送に区分 して各 々その発 展を図 る

ことが望 ま しい。その際,通 信衛星を利用 した放送 サービスについては,

放送 サー ビスを行お うとす る者が,放 送設 備について管理運用責任を負

わずに放送 に参入 し,容 易に事業 展開が で きるよ うにす るため,「 放送

設備を支配 し,管 理運用す る者」 と 「放送番組 を編集す る者」に分け る

制 度の創設が提案 されている。

郵 政省では,こ の中間報告を踏 まえ,通 信衛星 による放送サ ービスが

円滑に実施 で きるよ うに図 り,放 送の一層の多様化 を推進す るこ ととし

てい る。

(3)ス ペース ・ケープルネ ッ ト構想による映像 ソ7ト の供給

我 が国のCATV施 設は,従 来,テ レビジ ョン放送 の再送信 を 目的 と

したものが大半 であ った が,自 主放送 も併せ て行 うCATV施 設 の増加,

都市型CATV施 設 の開局等 に よ り,CATV施 設 における映像 ソフ ト

の需要が急激に増大 している。

スペ ース ・ヶ一 ブルネ ッ ト構 想は,こ れ らCATV施 設 に対 し,通 信

衛星 を利用 して,映 像情報を迅速 かつ大量 に提供す るものであ る(第1
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ては,長 期低利融資制度及び無利子融資制度の適用や税制面 での優遇措

置 が認 め られてい る。平成元年度 においては,こ れ らに加 え,通 信衛星

を共同利用 して番組 を供給す るための,CATV共 同番組 セ ンターに対

す る日本開発銀行か らの出資等が認 め られた。

平成元年2月 現在,10を 超えるCATV番 組供給事業者 が,民 間通信

衛 星を利用 して,各 地 のCATV施 設 に映像 ソフ トを提供 する予定であ

る。

郵政省 では,ス ペース ・ケープルネ ッ ト構 想をさらに推進 し,我 が国

のCATV施 設 を地域 の情報通信基盤施設 として一層発展 させ ることと

している。

(4)衛 星放送 の将来展望に関する検討

郵政省では,衛 星放送の普及 ・発展を図 り.本 格的衛星放送時代に 向

けての展望を明 らかにす るため,「 衛星放送 の将来展望に関す る研究会」

を開催 し,平 成 元年2月 に報告書を公表 した。

報告書では,BS-3の 後継機 の段階 において,衛 星調達法人 による

一元的な衛星調達及び国際的に我が国に割 り当て られた8チ ャンネルす

べての利用等 について述べ られてい る。

郵政省では,こ の報告書 等を踏 まえ,今 後,具 体的な施策を推進 して

い くこととしている。

(5)国 際放送の充実 ・強 化

我が国 の国際放送は,国 際理解 の増進や海外在留邦人へ の情報提供 を

目的 として,NHKが 「ラジオ 日本」 の名称 で全世界に向けて短波放送

に よ り実施 してお り,諸 外国の我 が国に対 する正 しい理解 ・認識を得 る

上 で,そ の役割は ます ます重要 な もの とな っている。

このため,郵 政省 では従来か ら受信状況の改善を中心 とした充実 ・強

化策 を とって きている。
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第1-4-8図 スペ」ス ・ケー ブルネ ッ ト構想の概 念図

通信衛星

イベント等の
同時生中継

茜 ノ
ビデオテープCATV

憲 　
番組供給会社

一4-8図 参照) 。

CATV事 業者 に対す る映像 ソフ トの供給 は,現 在,パ ッケージ輸送

に よ り行われているため,輸 送時間がかか り,遠 隔地 にお いては輸送 コ

ス トも割高 とな っている。 スペース・ケーブルネ ットに よる番組供給は,

ニ ュース,天 気予報 などの情報を全国に向け て即座 に伝送 できるこ とに

加 えて,映 画,教 育,教 養等数チ ャンネルにのぼ る大量 の映像情報 を送

る ことがで き,我 が国のCATVの 発展に とって非常 に効果的 である。

63年5月 に 提 出され た 「スペ ース・ケー ブルネ ッ ト推進懇談会」の報

告書では,ス ペース ・ケーブルネ ッ トの 円滑な普 及のた めにはCATV

の整備を促進す る必要がある こと,通 信衛星 の共 同利用等 に よ り番組供

給 コス トを引き下げ る必要 があること等が指 摘 され てい る。

本構想 の実現 のため,CATV事 業及びCATV番 組提供事業 に対 し
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(国内送信設備 の整備)

KDD八 俣送信所(茨 城県)の 送信機 の整備 ・増 力工事が63年3月 に

完成 したのを受けて,300kW4台,100kW4台 の新設備 に よる放送が,

63年4月 か ら本格的に開始 された。 これに よ り,放 送時間が1日 延べ40

時間 か ら43時 間に増加 され るとともに,東 南 アジア等 の近隣地域を中心

に受信状況が大 きく改善 されてい る。

(海外中継 の充実)

遠隔地域 の受信状 況の改善を 目的 とした海外中継放送については,サ

ックビル送信所 に よる北米 向け カナ ダ中継を,63年4月 よ り,相 互 に相

手 国の国際放送を中継 しあ う相互交換 中継方式に改めた。

また,中 南米地域 につ いては,ガ ボ ン共和国(モ ヤ ビ送信所)か らの

中継 を行 っていたが,63年8月 か ら,こ れに加えて南米仏領ギアナのモ

ンシネ リ送信所 か らの中継(1日4.5時 間)を 開始 した。本中継放送は,

フラソス との交換 中継 として行われているが,受 信状況 の改善 に大 きな

効果 をあげてい ることか ら,平 成元年4月 か ら1日6時 間 に増 加 した。

なお,ギ アナ中継 の開始 に伴い,ガ ボ ンか らの南米 向け放送 を2時 間

削減 し,そ の1時 間ずつ を欧州及び アフ リカ南部地域 に振 り向けた。 こ

れに よ り,従 来,受 信が困難であ ったアフ リカ南部地域 において も良好

な受信状況が得 られ ている。

さらに,平 成元年4月 か ら欧州等 向け ガボ ン中継を更 に30分 拡充 して

い る。 これ らの施策に よ り,遠 隔地域 への国際放送についてはかな りの

改善が 図 られたが,南 西ア ジア地域に まだ受信状況の不安定な地域 が残

っているため,そ の受信状態改善のための検討を行 っている。

(映像 メデ ィアの活用)

今 日極 めて大 きな影響力を有す るテ レビジ ョン放送等の映像 メデ ィア

を諸外 国へ の情報提供手段 として活用 す ることは,我 が国に 対 す る 理
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解,認 識を深め る上で効果的で あ り,我 が国においても郵政 省な ど関係

機関 で検討を行な ってい るところであ る。

(6)放 送 ライブラ リーの設立

放送番組は,現 代社会,人 々の生活及び風俗を反映 した記録 と して,

貴重な国民的財産 であるが,現 在,そ の一元的な収集 ・保存が行われ て

お らず,ま た,国 民が広 く利用 し得 る体制 も整 っていない。

このため,郵 政省では,「 放送 ライ ブラ リーに関す る調査研究会」を

開催 し,平 成元年2月 にその中間報告を公表 した。

報告 では,過 去及び現 在の放送番組を,組 織的,継 続的に収集 ・保存

し,そ れ らの放送番組を一般視聴 させ るための放送 ライブ ラ リー(放 送

番 組セ ンター)の 設立 の必要性 について述べ られてい る。

郵政 省では,こ れを踏 まえ,放 送 ライ ブラ リーの実現に 向けて の準備

を今後一層進 めることとしている。

6郵 便事業の高度化 ・多様化のために

郵政省が,62年4月 に提唱 した 「郵 トピア構想」 は,活 力あ る地域社

会 の形成 と新 しい郵便 サー ビスの地域 における実践を 目的 とした もので

あ り,63年 度末現在,44都 市が郵 トピア構想 モデル都市 と して指定 され

ている(第1-4-9図 参照)。

各地 のモデル都市 では,新 しい郵 便サー ビスが実験的 に行 わ れ る ほ

か,郵 便局 の会議 施設や窓 ロロビーの提供,カ ルチャース クール の開催

な ど,地 域 におけ る郵便局 の利活用が積極的 に試み られ ている。

63年 度に開始 した サー ビスは以下 の とお りであ る。

(た うんめ一る)

差 出人が指定す る一定 のエ リアの全戸にあて名 の記載 を省略 した郵便

物(た うんめ一る)を 配達 するサ ー ビスを63年4月 か ら開始 した。

・(は あ とレタ 臥クス)
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那覇市 塩竈 ・多賀城地域一塩竈市、多賀城市、七ケ浜町

金沢地域一金沢市、野々市町、内灘町
松山地域一松山市、松前町、砥部町、重信町

通 信 文 用 紙 を ハ ー ト型 の 台 紙 に 納 め て 配 達 す る 電 子 郵 便 サ ー ビ ス を63

年10月 か ら モ デ ル 都 市,東 京23区 及 び 大 阪 市 で 開 始 した 。

(DMサ ポ ー トサ ー ビ ス)

自 分 の ニ ー ズ に あ っ た ダ イ レ ク ト メ ー ル を 受 け 取 りた い と い う個 人 の

要 望 と,個 人 の ニ ー ズ に あ っ た ダ イ レ ク トメ ー ル を 出 した い と い う 企

業,商 店 等 の 要 請 を 郵 便 局 が 結 び 付 け るDMサ ポ ー トサ ー ビ ス を63年11
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月か ら武蔵野市,宇 都 宮市及 び松山地域 で開始 した。

郵政省では,こ れ らモデル都市における新 しい郵便 サー ビス実践 を踏

まえ,郵 便事業 の一層 の高度化 ・多様化を推 し進める こととしている。

7技 術開発の推進

(1)高 度情 報通信の推進

(ISDNの 推進)

ISD〕Nの 推進 を図 るためには,ネ ッ トワー ク間,ネ ッ トワー クと端末

間,端 末相互間 の通信 の相互接続性 が確保 されてい ることが 重 要 で あ

る。 この相互接続性 の確 保のためには共通 の基 準である標準 が重要 であ

り,国 際的 にもCCITT等 に よる標準化 が積極的 に推進 され ている。

標準化 の推進に関 しては,63年4月 に,電 気通信技術審 議 会 か ら,

「通信方式 の標準化に関す る長期構想」 が答 申され,相 互通信 の必要性

が指摘 され るとともに,rISDN端 末開発協議会」 に よるISDNサ ー ビ

ス開発指針 において も,円 滑 な相互通信の実現が課題 としてあげ られ て

い る。

この ような状 況の中で,郵 政省では,通 信方式 の開発,標 準化 の推進

とその普及等の施策 を総合的かつ 積極的に推進す るため,「OSI/ISDN

推進連絡会」 を開催 し,今 後 の発展 が予想 され る通信方式,特 にISDN

を想定 したOSI(開 放型 システム間相互接続)に 基づ く通信にかか わる

アプ リケーシ ョンの具体的な開発 の推進な どの情報通 信分 野におけ る総

合的な標 準化 の推進に向けて,検 討 を行 ってい る。

また,ISDNの 標準は,CCITT勧 告に基 づ き,(社)電 信電話技 術委

員会(TTC)を 中心 と して国内標準が定 め られてい るが,こ れ らの標準 に

準拠 して開発 された通信 システム ・端 末間の相互接続性 を確認す る場 が

ない ことか ら・そ のよ うな場が求め られてい る。郵政省 では,通 信端末
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第1-4-10図 総 合知的通信網の概念図
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の開発や通信 システムの接続性 の確認 等を推進 し,高 度 な通信 システム

の円滑 な普及 を促進す るため,「高度通信 システム相互接続推進(HATS)

会議」において,相 互接続 のため の検討 を進め てい る。

(通信のイ ンテ リジ ェン ト化)

電気通信の今後 の発展方 向 としては,ISDN,広 帯域ISDNに 代表 さ

れ るよ うに,統 一的なイ ンタフェースの提供や,伝 送容量 の広帯域化 が

進め られる とともに,ネ ッ トワークに様 々な機能 を持たせサー ビスの高

度化を図る通信のイ ンテ リジ ェン ト化が進 む もの と考え られ る(第1-

4-10図 参照)。

NTTが 提供 している地域指定着信課金機能(い わゆ るフ リーダイヤ

ル)の サ ー ビスは,「0120十6桁 の数字」 か ら着信者 の電話番 号を 識 別

して接続す る機能 を有 してお り,一 種 の通信 のイ ンテ リジェン ト化を示
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す ものであ る。 この原理を応用 す ることによ り,従 来 の電話番号だけで

な く,キ ー ワー ド等 のあいまい情報か らでも希望の通信相手 に接続 で き

るな どの 「あい まいア クセ ス機能」 が実現で きる。 また,通 信場所 に関

す るあいまい アクセスの一つの手段 となる,ど こにいても同 じ番号 で発

着信が可能 とな る個人番号サー ビス機能,蓄 積 ・メデ ィア変換機能,音

声認識 や音声合成技術等 を用 いた自然言語処理機能等 の通信 のイ ンテ リ

ジ ェン ト化 も考 え られ る。

通信 のイ ンテ リジェン ト化は,よ り人 間の思考イ メー ジに合 致 した通

信形態 を実現 し,人 間 と調和 した通信 を可能 とす る ことに よ り,利 用者

の利便性 の向上 を 目指す ものであ る。

この ような通信のイ ンテ リジェソ ト化 を図 る一つ の手段 として,人 工

知能 の導入が あ り,郵 政省 では,「 電気通信へ の人工知能 技術 の 導入 に

関す る調査研究会」 を開催 し,将 来 の電気通信サ ー ビスの具体 的内容 や

機能等 を明 らかに した上 で,人 工知能 の導入方策について検討 す ること

と している。

(2)電 気通信分野 におけ る基礎的 ・先導的技術 開発の推進

電気通信分野は,技 術先導性 の高 い分野であ り,多 様化す る電気通信

に対す るニー ズに的確 にこたえてい くためには,従 来 の分野 ごとの研究

では進展が困難 な基礎的研究領域 であるフロンテ ィア技術 の研究 が必要

である。そのためには,産 ・官 ・学 の緊密な連携 に よる電気通 信技術 の

研究開発 の積極的 な推進が重要 である。

この よ うな状況 の中で,先 端的 な電気通 信技術 に関す る調査研究,電

気通信技術 の国際共同研究 に関す る支援を行 うとともに,電 気通信技術

の研究 開発 に関す る知識 の普及,振 興 等を行 い,広 く電 気通信技術 の推

進 に寄与す るこ とを 目的 に・63年10月,「(財)テ レコム先端技術研究支

援 セ ソター」が設立 された。
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また,61年3月 に基礎的 ・先端的技術開発 の拠点 として設立 された民

活法対象施設であ る㈱国際電気通信基礎技術研究所においては,自 動翻

訳電話や通信用素子等 の基礎的研究 を行 っている4社 に対す る支援が行

われ てお り,関 西文化学術研究都市 におけ る中核施設 として期待 されて

いる。

(3)電 波利用技 術の開発

(周波数資源の開発)

電波の将来 の需要 に対応 して,安 定 した周波数の割当てを可能 とす る

ためには,周 波数資源 の開発を推進す ることが重要である。

郵政省 で は,「 移動通信におけ る準 マイ クロ波帯の利用 に関す る調査

研究会」を開催 し,そ の将来 展望及び開発 ・利用の促進方策の検討を進

め,63年4月 に報告書を公表 した。準マイ クロ波帯は,技 術的には利用

が可能 との見通 しが得 られ,国 による開発 ・利用の展望,実 験 用周波数

帯 の明示等が必要 とされ ている。

ミリ波(30GHz酎300GHz)の 利用技術の開発に関 しては,素 子等の

開発な どに多 くの初期投資 を必要 とす る ことか ら,国 が ミリ波利用の将

来展望,開 発 目標を明示 し,部 品の共通化等に よる投資の軽減 を図 り,

効果的な開発を促進す る ことが求め られ てお り,63年6月 に,電 気通信

審議会 に対 し,ミ リ波利用 の技術的諸 問題に関す る諮問を行 った。

(高度都市 内通信網 の構築)

情報化 の進展 に伴いISDN等 の高度な通信 サー ビス に対す る期待が

高 まっている中 で,回 線設定 に即応性,柔 軟性があ り,低 コス トでサ ー

ビスが可能 となる無 線を利用 した システムの構築が重要 とな っている。

・郵政省 では ,安 価 に多種多様な情報の伝達が可能 となる高度 な都市内

無線通 信網 の構築に向けて,「 高度都市 内無線通信網 に 関す る 調査研究

会」 を開催 し,ISDNに 対応 した加入者無線 システム及び近距離 自営通
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信 シス テム等 の検討を進 めている。

8宇 宙通信に関する主 な動 き

(1)移 動体衛星通信の動向

(イ ンマルサ ッ ト衛星を利用 した航空衛星通信実験)

イ ンマルサ ッ ト衛星を利用 した移動体通 信実験は,太 平洋上 のイ ソマ

ルサ ッ ト衛星 を介 して,航 空機 と地上 を電話 回線 で結び,電 話及び ファ

クシ ミリ通信を行 うものである。

この航空衛星通信実験 は,国 際線旅客機における世界初 の実験 として

62年10月 か ら開始 されてお り,成 田 と米国西 海岸等 との間 の定期旅客航

空路 において合計12往 復実施 され,通 話及び ファクシ ミリ通 信が良好 に

行 われ る ことが確認 された。

今後,航 空 衛星通 信システムの導入 に向け て,更 に詳細 な実験 を実施

す ることとしてい る。

(技術試験衛星V型 を利用 した総合 的な移動体衛 星通信実験)

郵政 省では,62年8月 に 打 ち上げ られた 技術試験衛星V型(ETS-

V)を 利用 して,小 型船舶,航 空機,自 動車等 を対象 とした総合的 な移

動体衛星通信実験を行い,移 動体衛星通信 システムに必要 な技術基盤 の

確立を図 ってい る。

今後,移 動体衛星通信 システムの普及促進 を図 る上 で,そ の利用 に当

た っての具体 的な技術 ・ノウハ ウの蓄積,効 果的な システムの在 り方等

の検討が必要 であ ることか ら,移 動体衛星通信 の利用,開 発等 に関心 の

高 い民間企業等に も衛星利用 の機会を提供 す ることを 目的 に,rETS-

V利 用実験計画」 を推進 している。

また,技 術試験衛星V型 の2つ のアンテナ ビームの うち南 ビームは オ

ース トラ リアの大半を カパ ー してお り,63年11月 に,郵 政省は オース ト

ラ リア運輸通信省 との間で共 同実験 プロジェク トを行 うことに合意 し,
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技 術 試験 衛 星V型(ETS-V)

ド/ ./

7

宇宙開発事業団提供

取決めを結 んだ。

この実験 は,「 科学技術におけ る研究 開発 のための 協力に 関 する 日本

国政府 とオース トラリア政府 との問 の協定」 に基づ き,関 係省庁 の支援

を受け実施 されるものであ り,移 動体 衛星通信 の調和 ある発展等 を 目的

として,オ ース トラ リア内におけ る電波伝搬特性等 の実験 を共同で行 う

ものであ る。

(移動体衛星通信 システ ムの技術的条件)

移動体衛星通信 システムの技術的条件につ いては,63年7月 に,電 気

通信技術審議 会か ら 「移動体衛星通信 システムに必要な技術的条件」 の

答 申が行われた。

この答申は,実 用移動体 衛星通 信システ ムのサ ービス形態及びその需

要並び にサ ー ビスを提供す るために必要な衛星搭載機器及び地球局 に関

す る技術的条件を中心 に取 りまとめ られた ものであ り,実 用移動体衛星

通 信 システムの計画 の推進 の必要性,技 術試験衛星V型 等 を利用 した移
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動体衛星通信システムの試験的な利用の必要性等が提言されている。

(2)宇 宙通信開発の推進

(実用通信衛星及び放送衛星の技術開発)

通信衛星3号(CS-3)及 び放送衛星(BS-3)に ついては・衛星技

術の開発等を 目的として,国 による開発が行われてきている。宇宙通信

分野は,今 後,移 動体衛星通信やハイビジョン放送等,需 要の増大,多

様化が予想される。

このような状況の中で,63年 度の宇宙通信政策懇談会では,高 度化,

多様化するニーズに対応す るとともに,宇 宙開発における我が国の独自

の技術力を保持する観点か ら,技 術開発を継続 してい くことが適当であ

ること等の意見があげられている。

(放送及び通信の複合型衛星の研究開発)

放送衛星の分野においては,ハ イビジョン等の衛星放送の普及発展を

図るための高出力中継器技術,高 性能高利得アンテナ技術等,高 度放送

衛星技術の開発が必要である。また,衛 星通信の分野においても,測 位

と移動体通信を統合した高機能な移動体衛星通信は,今 後の需要が増大

するものと考えられる。

これらの高度放送衛星技術及び高機能移動体衛星通信技術は,社 会的

ニーズが大きく,内 需の拡大等社会経済への波及効果が期待され,先 導

的 ・先端的な技術であることから,こ れらの技術の開発及び宇宙実証の

ための具体的な衛星計画を早急に開始する必要がある。

このような観点か ら・高度放送衛星技術及び高機能移動体衛星通信技

術の開発を行 う放送 及び通信の複合型衛星(BCTS)構 想を推進 してい

る。

現在,こ の構想は,宇 宙開発委員会での審議を踏 まえ,デ ータ中継 ・

追跡技術の開発を目的とする実験用データ中継 ・追跡衛星(EDRTS)と
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統合す ることとして研究を進めている。

(衛星通信 の利用分 野の開拓)

衛星通信は,地 上系 の通信 に比べ,広 域性,同 報性,多 元接続性,災

害に対 して強 い等の優 れた特性を有 してお り,地 上系 の通信 システムの

補 完的利用 の ほ か,デ ータ通 信,サ テライ ト・二_一 ス ・ギ ャザ リン

グ,テ レビ会議や行政情報 の伝達等,幅 広 い分 野での利用 が 予 想 さ れ

る。

また,衛 星通信の導入 を検討 している潜 在利用者 の中には,比 較的小

容量,低 利用の通信に対す る要 望 もあ り,衛 星通信 の利用分野 の開拓 の

ためには,そ れぞれ の需要に適 した簡易で経済的 な衛星通 信システムを

構築す るこ とが重要 である。

郵政省 では,衛 星通信 のもつ同報性等を よ り高度に用 いた衛星通 信利

用 のため の調査研究及び運用実験 を行い,衛 星通信 の利用 の促進 を図る

ことを目的に,63年 度か ら 「衛星通信高度利用パイ ロ ット計画」 を進め

ている。

9通 信に関する国際分野の動き

(1)国 際電気通信 規則の改正

世界電信電 話主管 庁会議(WATTC)が,63年11月 か ら12月 に,オ ース

トラ リアのメルボル ンで113か 国の参加 に よ り,15年 ぶ りに開催 された。

この会議では,電 気通信 をめ ぐる環境 の変化に伴 い,現 行 の 電 信 規

則,電 話規則 を抜本的 に改正 し,前 文,本 文10条 及 び付録か らなる新 し

い国際電気通 信規則が採択 された。新規則は,平 成2年7月1日 に発 効

する。

国際電気通 信規則 の主要内容 は,次 のとお りであ る。

① 公衆 に提供 され る国際電気通信業 務及び基盤的な国際電気 通信伝送

手段 の提供 と運用に関す る一般原則が定め られ,ま た,特 別 な国際電
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気 通信の需要を満たすた め,そ の関係国間 において特別取決めを締結

す ることが認め られた こと。なお,特 別取決め締結時において も各国

は事業者に対 し,関 連 のCCITT勧 告 を考慮す るよ う奨励すべ きもの

とされ てい る。

② 公衆 に国際電気 通信業務を提供する主管庁,RPOA(認 め られた私

企業)及 びその他の事業体 に対す る連合員(国 際電気通 信連合加盟 国)

の許可 の権限を認めた ものとな っている。

この改正 に よ り,各 国の通信政策及び通信サ ー ビスに対 し,柔 軟な

制度的枠組みがで き,世 界 の電気通信の一層 の発展が期 待 され る。

(2)世 界無線通信主管庁会議の開催

静止衛星軌道の使用及び この軌道 を使用す る宇宙業務 の計画作成 に関

す る世界無線通信主管庁会議(WARC-ORB-88)が,63年8月 か ら10

月まで,ス イスの ジーネーブにおいて120か 国が参加 して開催 された。

同会議は,静 止衛星軌道及び宇宙業務用周波数の割当計画 をあ らか じ

め作成す るこ とに よ り,静 止衛星軌道等 の公正かつ効率的 な使用 をすべ

ての国に保障す ることを 目的 としている。

主 な決定事項 は,以 下 の とお りである。

① 電気通信の固定衛星業務に つ い て,6及 び4GHz帯 と14及 び11

GHz帯 の一部 のアロ ットメソ ト・プラン(各 国少 くとも1つ の 静 止

衛星軌道 を保障す る静止衛星軌道位置及び周波数 の割 当計画)及 びそ

の管理手続 きが作成 された。

② 放送衛星業務 について,14GHz及 び17GHz帯 のフィーダ リソクプ

ラ ン(地 上 か ら衛星への上 り回線用電波 の割 当計画)が 作成 された。

これ に よ り,我 が国には東経110。 の静止衛星 に対 し,17GHz帯 の8

つのチ ャンネルが割当て られ た。
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(3)イ ンテルサ ッ ト臨時締約 国総会の開催

イ ンテルサ ッ ト第13回 臨時締約国総会 は,63年10月,67か 国の代表が

参 加 して,米 国 のワシソ トンD.C.で 開催 された。

今次会合 の主要 な審議結果は,以 下 の とお りである。

① これ まで米 国 とペル ー間につ いて承認 され ていた,米 国の非イ ンテ

ルサ ッ ト系 システムであ るパ ンナ ムサ ッ トシステムは,英 国,西 独,

ス ウェーデ ン,ル クセ ンブル ク,ア イル ラン ド,ド ミニカ及び コスタ

リカ問の システム間調整を申請 していたが,イ ンテルサ ッ トシステ ム

へ の経済的に著 しい損害を与えないこ とが認められ,承 認された。

② 既にイ ンテルサ ッ トの承認を受けてい る,非 イ ンテルサ ッ ト系 シス

テムがその使用 国を追加す る場合 のシステ ム間調整手続 については,

一定 の条件の下 で試行的にその調整手続を簡素化す ることが決定 され

た。

(4)イ ンマルサ ッ ト臨時総会の開催

イ ンマルサ ッ ト第6回 臨時総会は,平 成元年1月,51か 国 の代表 が参

加 して,英 国の ロソ ドンにおいて開催 された。

今次会合 では,イ ンマルサ ッ ト条約の改正が採択 された。その主な改

正点は,イ ソマルサ ットの海事衛星通 信 システムが,陸 上移動通信に利

用で きるよ うにな った ことであ る。 これに よ り,60年10月 に認め られた

航空移動通信 とともに,条 約の改正の発効を条件 に,イ ンマルサ ッ トは

陸海空すべ ての移動衛星通信業務 の提供 が可能 とな った。

(5)全 世界的な海上遭難安全システムの導入

全世界 的な海上遭難安全 システム(GMDSS)導 入 のため,1974年 海

上人命安全条約(SOLAS)締 約政府会議 が,63年10月 か ら11月 に,66

か国の参加 に よ り英 国の ロン ドンで開催 された。

この会議に よ り,GMDSSを 導入するため の,1974年SOLAS条 約
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第1-4-11図 遭難安全通信 システ ムの比較
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改正案 が審議 ・採択 された。

GMDSSは,衛 星通信技術やデ ィジタル通信技術等を利 用 した 自動化

システムに よ り,船 舶が どの海域を航行 していても遭難安全通信 を可能

とす る海上遭難安全 システ ムである(第1-4-11図 参照)。 無線電 信

を主体 した,現 在 の船 舶の相互救助を基本 とする遭難救助体制 に比べ,

海上 と陸上 が一体 となった,よ り迅速かつ効果的 な捜索救助活動 を可能

とす るシステムである。

GMDSSは,1992年 か ら締約国 で段 階的に導入 され,1999年 にはその
＼

導入が完成する見込みとなっている。

(6)二 国間定期政策協議の実施

二国間定期政策協議は,情 報通信の社会的重要性の増大,社 会 ・経済

の国際化の進展に伴って,従 来の国際機関における多国間調整のみでは
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十分な成果が望めない問題や二国間特有 の課題が生起 して きた こ とに よ

り,そ の開催 の必要 性が相互 に認識 され,実 施 されてい るものであ る。

郵政 省は,現 在,電 気通 信関係 では,米 国,英 国,カ ナ ダの電気通 信

主管庁及びEC(欧 州共同体)と の間で,二 国間定期政策協議 を実施 し

ている。郵便関係 では,米 国及び大韓民国の郵便主管庁 との間 で,二 国

間定期郵 便会議 が開催 されている。

(日英電気通信定期協議)

日英電気通信定期協議 の第5回 会合は,63年5月 に英 国の ロソ ドンで

開催 され,両 国 におけ る電気通信政策の動 向,両 国 の協 力推進,日 英 国

際VAN等 について協議 を行 い,特 に 日英国際VANに ついてはそ の

実施について合意 した。

(日米電気通信定 期協議)

日米電気通信定期協議 の第3回 会合 は,63年5月 に東京 で開催 され,

両国の電気通信 の現状,放 送 の現状及 びハイ ビジ ョソ ・高画質化テ レビ

の見通 し,両 国 の標 準化対策等につ き協議 が行われた。

特 に放送については,今 後両国 のハイ ビジ ョン等 に関す る情報交換 を

密にす るため,双 方 の連絡担当者が指名 され る等,多 くの 成 果 が あっ

た。

(日EC電 気通信定期協議)

日EC電 気通 信定期協議 の第2回 会合は,平 成元 年3月 にベルギーの

ブラッセルで開催 され,ECの 市場統合の動 向,両 国の技術開発政策等

について,意 見や情報 の交換が行 われた。

(7)国 際協 力の推進

(通信分 野の人材育成に対す る国際協力)

開発 途上国においては,電 気通信 の重要性 に対す る認識 が急速に高 ま

ってお り,近 年は,資 金や通信機器 とい った ハー ド面 の協力 の み な ら
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ず,通 信 の専門家の育成等 ソフ ト面の協 力 も強 く要望 されて いる。

郵政省では,開 発途上国 に対す る通信分野 の人材育 成 の協 力 として,

CAI(ComputerAssistedInstruction)シ ステム を 利用 した 訓練教 材を

作成 した。 この訓練教材 は,平 成元年度に開発途上 国に対 して無償 で提

供 され る予定であ る。

(太平洋経済協力会議総 会の開催)

太 平洋経済協 力会議(PECC)は,官 ・財 ・学 の三者(た だ し個人資

格)で 構成 され,幅 広い分野において,太 平洋協力活動 を推進 している。

現在,太 平洋諸 国13か 国2地 域が加盟 してい る。63年5月 には,PECC

の第6回 総会が大阪 で開催 された。

この総会では,環 太平洋諸 国の 目指すべ き運 輸 ・通信 ・観光 ・物流基

盤 の整備やそ の政策の方 向を明 らかにす ることを 目的に,新 た に 「運輸

・通 信 ・観光 に関す る小委 員会」 の設置が決定 され ,他 の関係省庁 とと

もに郵政省 も同委員会 に参加す るこ とと した。

今後,同 委 員会 では,通 信分野 におけ る国際協力推進 のための施策 に

ついての検討が活発 に行われ る予定 であ る。

(国際協 力の 日記念セ ミナ ーの実施)

62年 に制定 された 「国際協 力の 日」(毎 年10月6日)に ちなみ,63年

10月,東 京 で国際協 力の 日記念 セ ミナ ーが開催 された。 同 セ ミナーに

は,開 発途上国14か 国か ら電気通信政 策の策定担当者 が招請 され,電 気

通信 の長期開発計画等につ いて討議 された。


